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確
立
期
幕
府
の
王
権
認
識

一
、
は
じ
め
に

幕
藩
制
国
家
の
王
権
に
関
す
る
所
説
と
し
て
、
現
在
、
次
の
三
つ
の
立
場
が
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
（
１
）。

㋑�	

将
軍
が
王
で
あ
る
と
す
る
立
場
（
曽
根
原
理
氏
、
大
桑
斉
氏
）

㋺�	

徳
川
と
天
皇
と
の
複
合
王
権
と
す
る
立
場
（
宮
地
正
人
氏
、
深
谷
克
己
氏
、
山
本
博
文
氏
、
堀
新
氏
）

㋩�	

将
軍
と
天
皇
と
が
両
者
と
も
王
で
あ
る
と
す
る
立
場
（
黒
田
日
出
男
氏
、
吉
田
孝
氏
）

そ
し
て
、
㋑
の
将
軍
が
王
で
あ
る
と
す
る
所
説
と
し
て
、
公
儀
権
力
に
よ
る
「
法
度
に
よ
る
統
制
」
の
確
立
を
提
唱
し
た
朝
尾
直
弘

氏
の
見
解
が
存
在
す
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（『
将
軍
権
力
の
創
出
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）。

筆
者
も
、
幕
藩
制
国
家
の
王
権
シ
ス
テ
ム
を
分
析
し
、
そ
の
結
果
、
幕
藩
制
国
家
に
は
二
つ
の
王
権
シ
ス
テ
ム
が
並
存
し
て
い
た
と

の
見
解
を
懐
く
に
至
っ
た
。
二
つ
の
王
権
シ
ス
テ
ム
と
は
、「
公
儀
権
権
力
者
を
『
王
』
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
」
と
「
天
皇
を
『
王
』

と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
る
。

か
か
る
王
権
シ
ス
テ
ム
の
並
存
は
、
次
の
端
的
な
事
実
で
説
明
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

確
立
期
幕
府
の
王
権
認
識

吉

田

昌

彦
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す
な
わ
ち
、
幕
藩
制
国
家
の
王
権
を
考
え
る
時
、
こ
の
国
家
が
封
建
国
家
で
あ
る
以
上
、
大
名
、
天
皇
を
含
む
公
家
・
寺
社
な
ど
の

領
地
を
独
占
的
に
与
え
る
権
限
を
持
つ
公
儀
権
力
者
が
「
王
」（「
封
建
王
」）
で
あ
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
公

儀
権
力
者
が
天
皇
よ
り
従
一
位
・
正
二
位
や
征
夷
大
将
軍
・
内
大
臣
な
ど
の
官
位
を
授
与
さ
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

領
地
（
土
地
）
の
場
で
は
、
公
儀
権
力
者
は
「
封
建
王
」
と
し
て
君
臨
し
て
い
る
が
、
官
位
の
場
で
は
古
代
律
令
制
国
家
に
淵
源
を
発

す
る
官
位
制
度
の
も
と
に
置
か
れ
、
公
儀
権
力
者
も
「
源
朝
臣
」
と
い
う
天
皇
の
臣
下
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て

は
天
皇
も
「
王
」
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

つ
ま
り
、
幕
藩
制
国
家
に
お
い
て
は
二
人
の
「
王
」
が
存
在
し
た
と
い
え
、
こ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
幕
藩
制
国
家
に
は
「
公

儀
権
力
者
を
『
王
』
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
」
と
「
天
皇
を
『
王
』
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
」
と
が
並
存
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
（
２
）。

こ
の
よ
う
な
「
簡
明
か
つ
本
質
的
な
事
実
」
に
も
と
づ
い
て
二
つ
の
王
権
シ
ス
テ
ム
の
並
存
は
説
明
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、

幕
藩
制
国
家
下
に
お
け
る
王
権
の
問
題
に
つ
い
て
幕
府
は
ど
の
よ
う
な
見
解
を
懐
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

幕
府
に
お
い
て
王
権
に
関
す
る
理
論
的
な
整
理
を
行
っ
た
の
は
幕
府
内
部
に
い
た
儒
学
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
管
見
の
限
り
で

は
正
徳
の
治
を
主
導
し
た
新
井
白
石
・
荻
生
徂
徠
に
関
す
る
研
究
が
主
た
る
も
の
で
あ
る
が
（
３
）、
幕
府
の
儒
官
で
あ
る
林
家
の
見
解
に
つ

い
て
は
新
井
白
石
と
の
対
比
で
山
本
博
文
氏
が
林
信
篤
に
触
れ
て
い
る
。
氏
は
、
林
信
篤
が
、
白
石
の
新
令
に
対
し
て
「
上
と
は
天
子

の
御
事
を
申
す
也
」
と
批
判
し
た
こ
と
を
と
り
あ
げ
て
「
天
皇
こ
そ
王
で
あ
り
、
将
軍
は
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
４
）。
ま
た
、
筆
者
も
林
羅
山
の
『
家
光
公
御
上
洛
記
』
の
一
部
を
根
拠
と
し
て
「
王
覇
論
」
的
秩
序
観
に

お
け
る
全
国
統
治
権
の
所
在
に
関
し
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
（
５
）。
し
か
し
、
こ
の
考
察
は
、『
家
光
公
御
上
洛
記
』
の
一
部
分
を
使
用
し
た

も
の
で
、
将
軍
徳
川
家
光
の
命
に
よ
り
林
羅
山
が
撰
し
た
『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
お
ら
ず
、
林
羅
山
が
王
権

の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
、
十
分
に
解
明
で
き
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
林
羅
山
、
ひ
い
て
は
確
立
期
、
幕
府
が
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王
権
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
知
る
た
め
に
小
論
で
は
「
台
命
」
に
よ
り
著
さ
れ
た
『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』
を
分
析

す
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
際
、
筆
者
が
想
定
し
た
幕
藩
制
国
家
に
お
け
る
二
つ
の
王
権
シ
ス
テ
ム
の
並
存
が
、
同
書
の
な
か
で
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
か
も
検
証
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
、『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』
と
「
公
儀
権
力
者
を
『
王
』
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
」

第
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
「
台
命
」
に
よ
り
寛
永
十
一
年
の
家
光
の
上
洛
参
内
の
様
子
を
幕
府
儒
官
の
林
羅
山
は
『
寛
永
甲
戌
御
入

洛
記
』
に
記
し
て
い
る
。
こ
の
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
幕
府
が
幕
藩
制
国
家
下
に
お
け
る
王
権
の
在
り
方
を
ど
の
よ
う
に
理
解

し
て
い
た
か
を
分
析
し
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
冒
頭
、
家
康
・
秀
忠
の
治
世
及
び
上
洛
前
に
お
け
る
家
光
の
治
世
に
関
し
て
は
次
の
と
お
り
記
し
て
い
る
。

	

東
照
大
権
現
始
平
其
不
道
征
其
不
王
而
領
扶
桑
文
武
相
総
寬
猛
兼
済
諸
侯
畏
之
兆
民
戴
之
挙
世
皆
所
知
也

	

台
徳
院
殿
継
守
文
之
緒
重
煕
累
洽

	

常
勤
政
事
正
者
愈
正
安
者
益
安
降
霈
澤
于
一
天
重
家
運
於
九
鼎
闔
国
人
莫
不
瞻
仰
而
欽
奉
焉
方
今
幕
下
大
君
膺
三
葉
之
丕
圖
起
万
年

之
大
功
賞
罰
明
而
人
皆
勧
法
令
正
而
衆
悉
悦
列
国
侯
伯
無
不
心
服

	

六
合
臣
民
無
不
得
処
雖
然
安
不
忘
危
治
不
忘
乱
惟
文
惟
武
左
之
右
之
有
其
具
則
易
其
備
可
謂
置
天
下
於
太
山
之
安
矣
蓋
是
其
生
知
之

所
使
然
乎
高
山
不
可
度
也
深
淵
不
可
測
也
巍
巍
蕩
蕩
何
易
言
哉
守
成
之
徳
於
是
為
盛
今
茲
寛
永
十
有
一
年
夏
六
月
二
十
日
乙
亥
挙
玉
趾

于
江
戸
城
七
月
乙
酉
朔
越
十
有
一
日
入
洛

	

風
伯
払
塵
雨
師
清
道
清
先
駆
後
乗
連
日
夾
道
数
百
里
不
絶
然
能
整
斉
而
竟
無
嘩
自
匪
号
令
能
聴
則
何
其
至
于
斯
哉
詩
云
粛
粛
馬
鳴
悠
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悠
旆
旌
其
是
之
謂
乎
五
等
之
有
爵
者
先
行
拝
謁
于
洛
陽
者
進
退
踧
踖
惟
慎
雖
古
帝
王
巡
狩
時
皆
于
岳
之
禮
不
能
過
之
也

	
細
線
部
は
家
康
（「
東
照
大
権
現
」）
の
治
世
に
関
し
て
で
あ
る
が
、「
不
道
」
の
行
い
を
し
て
い
る
者
や
「
不
王
」（「
王
」
た
り
得
な

い
）
の
者
を
平
定
・
征
伐
し
「
扶
桑
」（
日
本
）
を
「
領
」
し
て
「
文
武
」
両
面
を
具
え
、
寛
大
さ
と
猛
々
し
さ
を
「
斉
」
し
く
整
え
て

い
る
た
め
、「
諸
侯
」（
諸
大
名
）
は
「
畏
」
み
従
い
全
て
の
民
は
、
そ
の
支
配
者
と
し
て
「
戴
」
い
て
い
る
こ
と
は
、
衆
知
の
こ
と
で

あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
説
明
に
お
け
る
家
康
の
位
置
づ
け
は
、
争
乱
を
鎮
定
し
正
義
を
回
復
し
た
「
文
武
相
総
寬
猛
兼
済
」
を
具
え
た
有
徳
の
英
雄
で

あ
り
、
か
つ
「
領
扶
桑
」「
諸
侯
畏
之
兆
民
戴
」
と
い
う
部
分
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
日
本
を
領
有
し
全
て
の
大
名
と
士
庶
民
が
そ
の
支

配
に
服
し
て
い
る
中
央
統
一
権
力
者
＝ 
「
封
建
王
」
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
徳
川
家
康
＝
公
儀
権
力
者

を
「
封
建
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
に
も
と
づ
い
て
林
羅
山
が
叙
述
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
破
線
部
は
、
秀
忠
（「
台
徳
院
」）
の
治
世
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
家
康
の
事
業
を
継
承
し
て
、
そ
の
制
度
・
法
令
を
守
っ

て
武
力
で
よ
ら
な
い
で
国
を
治
め
る
最
初
の
段
階
（「
継
守
文
之
緒
」）
を
担
い
、「
重
煕
累
洽
」（
明
徳
の
君
主
が
次
々
と
現
れ
、
そ
の

徳
が
重
な
り
広
ま
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
、
こ
こ
で
は
家
康
に
継
い
で
秀
忠
と
い
う
明
徳
の
君
主
が
現
れ
そ
の
徳
治
が
恩
恵
を
も
た
ら

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
）、
常
に
政
治
に
努
め
正
し
い
こ
と
は
い
よ
い
よ
正
し
く
安
ら
か
な
者
は
い
よ
い
よ
安
ら
か
に
な
り
、
そ
の
大
き

な
徳
沢
は
天
下
に
普
く
及
ん
で
お
り
徳
川
将
軍
家
の
家
運
を
「
九
鼎
」
よ
り
重
く
し
国
中
の
人
々
で
は
仰
ぎ
見
て
敬
い
奉
じ
な
い
人
は

い
な
い
、
と
し
て
い
る
。

秀
忠
に
関
す
る
説
明
に
お
い
て
は
、
家
康
の
後
継
者
と
し
て
徳
治
を
行
い
そ
の
恩
恵
は
国
中
に
行
き
渡
っ
て
い
る
た
め
に
「
闔
国
人

莫
不
瞻
仰
而
欽
奉
」
と
あ
る
よ
う
に
日
本
中
の
人
々
か
ら
支
配
者
と
し
て
慕
わ
れ
て
お
り
、
家
康
の
中
央
統
一
権
力
者
＝
「
封
建
王
」

と
い
う
位
置
づ
け
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
秀
忠
に
関
し
て
も
、
公
儀
権
力
者
を
「
封
建
王
」
と
す
る

（
６
）
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王
権
シ
ス
テ
ム
に
即
し
て
林
羅
山
は
描
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
波
線
部
は
家
光
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
が
、
そ
の
大
意
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

	

家
光
（「
幕
下
大
君
」、「
幕
下
」
は
近
衛
大
将
の
唐
名
、
さ
ら
に
は
将
軍
・
大
将
軍
の
異
称
（
７
）、
こ
こ
に
お
け
る
「
大
君
」
は
君
主
に
対

す
る
敬
称
）
は
「
三
葉
之
丕
圖
」（
家
康
以
来
の
大
い
な
る
は
か
り
ご
と
）
を
服
膺
し
て
「
万
年
之
大
功
」（
長
い
間
積
み
上
げ
て
き
た

大
き
な
功
績
）
を
取
り
上
げ
る
な
ど
「
賞
罰
」
を
「
明
」
ら
か
に
し
て
お
り
人
々
は
、
皆
、
法
令
が
正
し
い
た
め
喜
ん
で
そ
れ
に
従
い

士
庶
民
は
悉
く
喜
び
諸
大
名
も
心
服
し
な
い
も
の
は
お
ら
ず
、「
六
合
之
臣
民
」（
全
宇
宙
の
臣
民
）
は
皆
、
安
ん
じ
る
場
所
を
持
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
家
光
は
、
平
安
で
あ
る
け
れ
ど
も
危
機
を
忘
れ
ず
統
治
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
乱
を
忘
れ
ず
、
文
と

武
を
兼
ね
備
え
必
要
に
応
じ
て
文
武
の
比
重
を
変
え
て
具
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
事
態
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
「
天
下
を
泰
山
の
安
き
に
置
く
」
と
い
う
べ
き
状
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
家
光
の
資
質
は
生
得
の
も
の
で
そ
の
高
さ
も
深
さ
も

測
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
大
き
さ
、
高
遠
さ
は
ど
の
よ
う
に
も
表
現
で
き
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。「
守
成

之
徳
」（
創
始
者
か
ら
受
け
継
い
だ
事
業
を
よ
り
堅
固
に
す
る
能
力
、
さ
ら
に
は
そ
の
成
果
・
功
績
）
が
顕
著
で
あ
る
。

	

こ
の
家
光
の
治
世
・
徳
の
評
価
は
、
秀
忠
同
様
、
家
康
以
来
の
徳
川
将
軍
家
の
統
治
を
継
承
し
、
そ
れ
を
徳
治
の
観
点
か
ら
拡
大
し

た
も
の
と
し
て
礼
賛
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
六
合
之
臣
民
」（
全
宇
宙
の
臣
民
）
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
家
光
は
日
本

の
人
々
を
「
臣
民
」
と
す
る
「
封
建
王
」
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、
家
康
・
秀
忠
同
様
、
公
儀
権

力
者
を
「
封
建
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
で
描
か
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
幕
府
儒
官
林
羅
山
の
家
康
・
秀
忠
・
家
光
観
は
、
い
ず
れ
も
有
徳
の
君
主
で
素
晴
ら
し
い
徳
治
を
展
開
し
て
い
る
存
在

で
あ
り
、
日
本
を
領
有
し
日
本
の
人
々
を
「
臣
民
」
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
「
封
建
王
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
に
相
応
し
い
も
の
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で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
徳
川
将
軍
家
（
公
儀
権
力
者
）
に
よ
る
日
本
統
治
や
日
本
領
有
の
正
当
性
は
、
他
者
に
仰
ぐ
の
で
は
な
く
自

身
の
徳
や
成
し
遂
げ
た
統
治
事
業
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
己
完
結
し
て
い
る
「
王
権
」
の
正
当
性
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
自
己
完
結
し
た
正
当
性
を
有
す
る
「
王
権
」
と
描
い
た
後
に
波
線
部
に
続
く
太
線
部
に
始
ま
る
家
光
上
洛
の
記
事
に

移
っ
て
い
く
。
波
線
部
の
末
尾
・
太
線
部
の
冒
頭
「
守
成
之
徳
於
是
為
盛
今
茲
…
…
日
入
洛
」
と
い
う
叙
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
家

光
の
治
績
や
徳
が
頂
点
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
承
け
て
家
光
が
「
入
洛
」
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
上
洛
の
行
列
や
上
洛
直
後

の
記
事
（
二
点
破
線
部
）
に
お
い
て
は
家
光
の
強
大
な
勢
威
と
秩
序
正
し
い
統
率
者
と
し
て
の
徳
と
を
強
調
す
る
ト
ー
ン
で
描
か
れ
て

い
る
。

す
な
わ
ち
、「
風
伯
払
塵
雨
師
清
道
清
先
駆
後
乗
連
日
夾
道
数
百
里
不
絶
然
能
整
斉
而
竟
無
嘩
自
匪
号
令
能
聴
」
と
あ
る
よ
う
に
連

日
、
上
洛
す
る
家
光
の
供
を
す
る
整
然
と
統
制
が
と
れ
た
行
列
が
絶
え
間
な
く
延
々
と
続
い
て
い
る
と
し
、
そ
の
大
軍
を
動
員
し
得
る

家
光
の
強
大
さ
を
強
調
す
る
一
方
、
そ
の
大
軍
の
静
粛
さ
と
威
厳
は
「
粛
粛
馬
鳴
悠
悠
旆
旌
」
と
い
う
詩
句
そ
の
も
の
で
あ
る
と
称
賛

し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
羅
山
は
、
整
然
と
秩
序
あ
る
大
軍
の
統
率
者
と
し
て
の
家
光
像
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
羅
山
は
、
家
光
に
先
立
っ
て
上
洛
し
て
い
た
「
五
等
之
有
爵
者
」
が
家
光
に
拝
謁
す
る
際
の
「
進
退
」「
踧
踖
（
ゆ
っ
く
り

と
し
て
進
ま
な
い
さ
ま
）」
は
「
慎
み
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
家
光
に
拝
謁
す
る
「
五
等
之
有
爵
者
」
の
礼
は
、「
雖
古
帝
王
巡
狩

時
皆
于
岳
之
禮
不
能
過
之
也
」
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

因
み
に
「
五
等
之
有
爵
者
」
と
は
、
古
代
中
国
に
お
い
て
諸
侯
を
公
爵
・
侯
爵
・
伯
爵
・
子
爵
・
男
爵
と
い
う
五
つ
の
階
位
に
分
け

て
い
た
こ
と
に
も
と
づ
く
表
現
で
、
羅
山
が
諸
大
名
を
「
諸
侯
」
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、「
諸
侯
」
の
慎
み
深

く
、
か
つ
畏
れ
敬
っ
た
礼
を
受
け
る
家
光
を
「
古
帝
王
」
と
比
較
し
、
そ
の
徳
は
「
古
帝
王
」
を
越
え
た
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
二
点
破
線
部
に
お
い
て
、
羅
山
は
、
家
光
（
公
儀
権
力
者
）
と
諸
大
名
と
の
関
係
を
「
古
帝
王
」
と
「
諸
侯
」
と
の
関
係
に
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比
定
し
、
家
光
を
「
古
帝
王
」
以
上
の
徳
を
有
し
「
諸
侯
」
を
統
率
下
に
置
く
「
現
在
の
帝
王
」
で
あ
る
と
推
認
さ
せ
る
文
章
を
草
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
記
事
に
続
い
て
、『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』
は
、
家
光
が
入
洛
し
二
条
城
に
入
る
や
昵
懇
の
公
卿
が
迎
え
、
上
洛
の
翌
日
に
は

勅
使
・
院
使
・
皇
太
后
使
が
入
洛
を
賀
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
家
光
が
朝
廷
側
と
直
接
、
接
触
す
る
場
面
の
記
事
に
移
っ
て
い
く
。

で
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
家
光
を
「
封
建
王
」
と
し
て
描
く
基
調
、
換
言
す
る
な
ら
ば
公
儀
権
力
者
を
「
封
建
王
」
と
す
る
王
権

シ
ス
テ
ム
に
即
し
た
基
調
は
、
家
光
が
、
直
接
、
朝
廷
と
接
触
す
る
場
面
、
換
言
す
る
な
ら
ば
家
光
と
天
皇
（
的
要
素
）
が
同
時
に
現

れ
る
場
面
で
も
一
貫
と
し
て
続
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

既
而
在
二
条
城
厥
明　

詔
使　

院
使
共
来
賀
依
例
所
近
侍
之
月
卿
雲
客
亦
奉
謁
翌
日　

詔
使　

院
使
復
来
聘
礼　

皇
太
后
亦
有
贈
進
焉

摂
政
三
台
親
王
槐
棘
華
族
名
家
卿
大
夫
諸
司
百
寮
悉
皆
拝
焉
法
親
王
貴
僧
高
僧
凡
有
綱
位
者
同
来
拝
是
日
也
諸
侯
羣
士
亦
以
次
序
而
拝

趨
洛
陽
繁
華
人
皆
改
観
在
官
者
在
家
編
戸
者
在
市
者
在
江
湖
者
在
山
野
者
皆
欣
欣
然
有
喜
色
一
遊
一
豫
為
諸
侯
度
可
以
観
焉
十
有
六
日

畿
内
名
山
古
刹
僧
侶
諸
社
霊
神
凡
有
封
戸
者
有
神
職
者
皆
来
拝
於
是
有
命
涓
吉
以
是
月
十
有
八
日
当
入
朝
堂
上
堂
下
聞
之
無
不
霓
望
於

是
士
林
之
中
麾
下
之
際
或
任
拾
遺
或
授
位
階
者
夥
矣
当
是
之
時
広
内
有
旨　

幕
下
可
太
政
大
臣
辞
不
従　

詔
使　

院
使
再
三
慫
慂
之
固

辞
竟
不
肯

	

ま
ず
、
直
線
部
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
そ
の
要
旨
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①�	

家
光
が
入
洛
し
二
条
城
に
入
る
や
昵
懇
の
公
卿
が
迎
え
、
勅
使
・
院
使
が
入
洛
を
賀
し
、
そ
の
翌
日
、
勅
使
・
院
使
が
来
て
「
聘

礼
」
を
贈
り
、
皇
太
后
も
使
い
を
送
っ
て
贈
り
物
を
呈
し
て
い
る
。
さ
ら
に
摂
政
・
左
右
内
大
臣
・
親
王
以
下
の
公
卿
・
殿
上
人
や

地
下
な
ど
朝
廷
の
構
成
員
全
員
、
さ
ら
に
は
法
親
王
以
下
僧
位
を
有
す
る
僧
侶
が
二
条
城
に
来
て
家
光
に
拝
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は

（
８
）
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諸
大
名
・
旗
本
・
藩
臣
（「
諸
侯
羣
士
）」
も
、
そ
の
身
分
序
列
に
従
っ
て
二
条
城
に
趨
い
て
家
光
に
拝
謁
し
て
い
る
。

②�	
こ
の
よ
う
な
京
都
の
「
繁
華
」
は
洛
内
外
の
人
々
の
耳
目
を
驚
か
せ
る
と
と
も
に
喜
び
を
も
た
ら
し
上
洛
し
て
き
た
「
諸
侯
」
の

楽
し
み
（「
一
遊
一
豫
」）
と
な
っ
て
い
る
。

③�	

翌
十
六
日
に
は
畿
内
の
伝
統
的
寺
院
の
僧
侶
や
社
領
を
与
え
ら
れ
て
い
る
神
社
の
神
官
が
二
条
城
に
家
光
を
訪
ね
拝
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
家
光
の
盛
況
を
羅
山
は
「
以
て
観
つ
べ
し
」
と
評
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
は
摂
政
を
筆
頭
と
す
る
親
王
・
公
家
・

地
下
（「
摂
政
三
台
親
王
槐
棘
華
族
名
家
卿
大
夫
諸
司
百
寮
」）
に
加
え
「
法
親
王
貴
僧
高
僧
凡
有
綱
位
者
」「
畿
内
名
山
古
刹
僧
侶
諸
社

霊
神
凡
有
封
戸
者
有
神
職
者
」（
僧
侶
・
神
官
）、「
諸
侯
羣
士
」（
大
名
・
旗
本
・
家
老
な
ど
の
上
級
藩
臣
・
公
家
家
司
・
寺
社
侍
）
が

家
光
に
拝
礼
し
て
い
る
構
図
が
看
取
で
き
る
。
か
か
る
構
図
が
、
摂
政
・
大
臣
・
親
王
・
公
卿
・
殿
上
・
地
下
と
い
っ
た
「
公
家
」、
僧

侶
・
神
官
、
大
名
と
そ
の
家
臣
・
旗
本
と
い
っ
た
「
武
家
」
の
「
頂
点
」
に
公
儀
権
力
者
が
位
置
し
て
い
る
と
い
う
国
家
シ
ス
テ
ム
に

即
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
図
式
は
、
こ
の
部
分
の
前
段
を
な
す
記
述
に
お
け
る
家
光
の
評
価
と
軌
を
一
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
因
み
に
、
そ
の
評
価
と
は
、
家
光
の
統
治
を
、
家
康
以
来
の
徳
川
将
軍
家
の
統
治
を
継
承
し
、
そ
れ
を
徳
治
の

観
点
か
ら
拡
大
し
た
も
の
と
し
て
礼
賛
す
る
と
も
に
家
光
を
、
徳
川
家
康
に
よ
る
日
本
領
有
（「
領
扶
桑
」）
を
受
け
継
ぎ
日
本
の
人
々

を
「
臣
民
」（「
六
合
之
臣
民
」）
と
す
る
「
封
建
王
」
で
あ
る
と
す
る
理
解
で
あ
る
。

そ
し
て
、
天
皇
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
細
線
部
「
詔
使　

院
使
共
来
賀
依
例
所
」「
翌
日　

詔
使　

院
使
復
来
聘
礼　

皇
太
后
亦
有

贈
進
焉
」
と
あ
る
よ
う
に
二
度
、
天
皇
や
上
皇
か
ら
家
光
へ
使
い
が
派
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
将
軍
と
大
名
と
の

間
で
も
参
勤
交
代
時
、
将
軍
か
ら
の
使
い
が
大
名
に
派
せ
ら
れ
て
お
り
、
天
皇
や
上
皇
か
ら
家
光
に
使
い
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
自
体
は

何
ら
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
羅
山
が
、「
賀
使
」
に
続
い
て
「
聘
礼
」
の
た
め
の
使
い
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
と
記
し
て
い
る
点
は

留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
聘
礼
」
と
は
、「
人
を
招
聘
す
る
時
の
礼
物
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）「
人
を
招
く
の
に
礼



─ 9 ─

確
立
期
幕
府
の
王
権
認
識

を
以
て
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
礼
物
」（『
広
辞
苑
』）
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
家
光
の
上
洛
が
天
皇
・
上
皇
よ
り
招
か
れ
た
も
の
で
あ

る
と
の
立
場
を
明
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
徳
川
家
康
に
よ
る
日
本
領
有
（「
領
扶
桑
」）
を
受
け
継
ぎ
日
本
の
人
々
を
「
臣
民
」（「
六
合
之
臣
民
」）
と
す
る
有
徳
（「
守

成
之
徳
」）
の
家
光
が
、
天
皇
・
上
皇
よ
り
招
き
に
よ
り
上
洛
し
た
と
い
う
基
本
構
図
を
幕
府
儒
官
林
羅
山
は
提
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
構
図
の
な
か
で
公
家
・
僧
侶
・
神
官
の
奉
迎
・
拝
賀
、
京
都
内
外
の
士
庶
民
の
歓
喜
が
描
か
れ
、
破
線
部
に
お
い
て
、
こ
れ

を
受
け
る
か
た
ち
で
（「
於
是
」）
家
光
の
参
内
の
日
の
選
定
（「
有
命
涓
吉
以
是
月
十
有
八
日
当
入
朝
」）
と
こ
れ
を
聞
い
た
朝
廷
側
の

喜
び
（「
朝
堂
上
堂
下
聞
之
無
不
霓
望
」）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
受
け
る
か
た
ち
で
（「
於
是
」）
幕
府
麾
下
の
叙
任

（「
士
林
之
中
麾
下
之
際
或
任
拾
遺
或
授
位
階
者
夥
矣
」）
が
語
ら
れ
、
重
ね
て
こ
れ
を
受
け
る
か
た
ち
で
（「
当
是
之
時
」）
家
光
自
身
に

対
す
る
左
大
臣
よ
り
太
政
大
臣
へ
の
昇
任
を
行
お
う
と
す
る
朝
廷
側
の
勧
奨
（「
広
内
有
旨　

幕
下
可
太
政
大
臣
」）
が
「
登
場
」
し
て

く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
朝
廷
側
に
よ
る
家
光
や
幕
府
麾
下
に
対
す
る
叙
任
に
関
し
て
、
家
光
や
徳
川
代
々
の
徳
治
に
喜
び
を

も
っ
て
「
捧
げ
ら
れ
て
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
図
式
が
看
取
さ
れ
よ
う
。

た
だ
し
、
家
光
は
、
朝
廷
側
の
再
三
の
勧
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
太
政
大
臣
へ
の
昇
任
を
辞
し
て
い
る
が
（「
辞
不
従　

詔
使　

院
使
再

三
慫
慂
之
固
辞
竟
不
肯
」）、
天
皇
に
よ
る
公
儀
権
力
者
へ
の
官
位
叙
任
と
い
う
こ
と
自
体
、
公
儀
権
力
者
の
至
高
性
を
損
な
う
も
の
で

あ
る
た
め
、
公
儀
権
力
者
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
家
光
の
太
政
大
臣
昇
任

は
、
天
皇
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
合
理
的
で
あ
る
と
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
羅
山
が
ど
の
よ
う
に
態
度
で
臨
ん
で
い
る
か
を
次
節
で
史
料
（
波
線
部
）
に
沿
っ
て
考
え
よ
う
。
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三
、
太
政
大
臣
任
官
と
天
皇
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム

前
節
で
引
用
し
た
『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』
の
破
線
部
に
続
く
文
章
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

議
者
謂　

大
権
現　

台
徳
院
殿
俱
任
相
国
今
又
被
任
則
其
官
之
相
称
也
三
代
之
芳
声
伝
于
後
世
不
亦
美
乎
不
然
以
外
戚
故
任
之
以
権
威

故
進
之
古
来
有
之
無
取
焉
以
皇
祖　

皇
考
之
達
尊
登
此
官
則
徳
爵
歯
之
相
応
而
相
称
也
今
若
応
詔
輙
就
則
闕
之
官
奈　

皇
祖　

皇
考
之

盛
徳
何
哉
且
今
若
従　

詔
許
而
後
它
人
亦
有
攀
龍
附
鳳
之
志
則
可
之
乎
不
可
之
乎
可
則
驕
不
可
則
慍
不
若
不
従
焉
本
為
天
下
之
元
帥
早

任
一
上
能
掌
四
海
豈
有
他
求
哉
以
此
故
確
乎
不
肯
聴
焉
雖
有
竹
林
院
洞
院
両
丞
相
之
擅
美
于
前
代
其
何
以
及
此
礼
譲
之
実
乎
與
其
昇
進

就
職
不
是
其
謙
遜
而
垂
拱
殊
絶
勝
豈
啻
万
万
倍
而
已
乎
哉
真
是
非
世
俗
之
所
知
也
豈
庸
庸
之
所
可
議
哉
有
識
者
多
之
（
９
）

	

波
線
部
の
大
意
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ⓐ�	

徳
川
家
康
（「
大
権
現
」）
も
徳
川
秀
忠
（「
台
徳
院
殿
」）
も
と
も
に
太
政
大
臣
の
官
に
就
い
て
い
る
が
、
今
、
家
光
が
太
政
大
臣

に
任
じ
ら
れ
る
と
、
三
代
に
わ
た
っ
て
太
政
大
臣
に
任
じ
ら
れ
た
と
い
う
「
芳
声
」
は
後
世
ま
で
伝
わ
り
大
変
麗
し
い
こ
と
で
あ
る

と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
さ
も
な
く
ば
、
天
皇
の
外
戚
と
い
う
立
場
や
「
権
威
」
を
嵩
に
着
て
太
政
大
臣
の
地
位
を
得
た
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
例
は
古
来
よ
り
あ
る
こ
と
で
あ
り
取
る
に
た
り
な
い
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
は
亡
き

祖
父
君
や
父
君
（「
皇
祖
」「
皇
考
」）
の
「
爵
位
」・
年
齢
・
学
徳
（「
達
尊
」）
は
、
こ
の
太
政
大
臣
の
職
に
昇
る
の
に
徳
・「
爵
位
」・

年
齢
（「
歯
」）
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
称
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
今
、
詔
に
応
じ
て
「
則
闕
之
官
」（
相
応
し
い
徳
・
力

量
を
持
っ
た
人
物
が
い
る
場
合
の
み
に
任
命
さ
れ
る
官
で
あ
る
太
政
大
臣
）
に
就
け
ば
今
は
亡
き
祖
父
君
や
父
君
の
「
盛
徳
」
は
何

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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ⓑ�	

か
つ
、
今
、「
詔
許
」
に
従
っ
て
太
政
大
臣
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
後
日
、
他
人
が
ま
た
、
す
ぐ
れ
た
人
や
勢
力
の
あ
る
人
に
付
き

従
っ
て
出
世
し
よ
う
と
す
る
野
心
（「
攀
龍
附
鳳
之
志
」）
を
可
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
あ
る
い
は
不
可
と
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
か
。
も
し
、
可
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
物
を
「
驕
」
ら
せ
る
だ
け
で
あ
る
し
、
不
可
と
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
物

を
し
て
恨
み
（「
慍
」）
を
持
た
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
太
政
大
臣
に
任
命
す
る
と
い
う
詔
に
従
わ
な
い

に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
。

ⓒ�	

家
光
は
、
も
と
も
と
「
天
下
之
元
帥
」
で
あ
り
早
く
か
ら
「
一
上
」（
左
大
臣
）
に
「
任
」
じ
ら
れ
て
「
四
海
」
を
治
め
て
い
る
。

も
う
こ
れ
以
上
の
こ
と
を
求
め
よ
う
か
。

ⓓ�	

ⓐ
ⓑ
に
見
ら
れ
る
祖
父
・
父
に
対
す
る
謙
譲
に
は
「
竹
林
院
洞
院
両
丞
相
」
の
父
祖
に
対
し
と
っ
た
崇
敬
・
顕
彰
の
態
度
も
及
ぶ

と
こ
ろ
で
は
な
く
、
昇
進
し
て
職
に
就
く
こ
と
を
是
と
せ
ず
謙
遜
に
し
て
、
そ
の
徳
に
よ
り
人
々
を
感
化
し
天
下
は
よ
く
治
ま
っ
て

お
り
、
そ
の
極
め
て
勝
れ
て
い
る
こ
と
は
実
に
「
竹
林
院
洞
院
両
丞
相
」
の
幾
万
倍
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
家
光
の
祖
父
・
父
に
対

す
る
謙
譲
の
徳
は
、
俗
人
が
理
解
で
き
る
こ
と
で
は
な
く
平
凡
な
人
が
議
論
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
有
識
の
者
だ
け
が
高
く

評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。

上
記
の
内
容
の
う
ち
、
ⓐ
で
は
、
自
己
評
価
に
お
け
る
謙
虚
さ
、
徳
川
家
の
「
家
」
と
し
て
の
名
誉
を
確
保
す
る
う
え
で
権
勢
や
外

戚
関
係
を
利
用
し
な
い
清
廉
性
、
祖
父
家
康
・
父
秀
忠
に
対
す
る
家
光
の
恭
敬
な
ど
家
光
の
有
徳
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ⓑ
で
は
、

家
光
が
、
徳
を
備
え
な
い
ま
ま
天
皇
の
勧
め
に
従
っ
て
太
政
大
臣
に
な
っ
た
場
合
の
弊
害
を
引
い
て
、
天
皇
の
命
を
拒
む
こ
と
に
合
理

的
・
道
徳
的
根
拠
を
与
え
て
い
る
。
ⓒ
で
は
、
家
光
が
太
政
大
臣
の
職
に
就
か
な
く
て
も
家
光
の
全
国
統
治
権
に
影
響
が
な
い
こ
と
を

述
べ
、
ⓓ
で
は
、
ⓐ
～
ⓒ
を
受
け
る
か
た
ち
で
、
家
光
の
父
祖
に
対
す
る
恭
謙
の
徳
、
さ
ら
に
は
そ
の
徳
治
は
過
去
の
例
と
比
較
し
て

も
極
め
て
勝
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
家
光
の
道
徳
的
優
越
性
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
家
光
の
有
徳
性
を
主
張
し
て
い
る
点
は
、
家
光
が
「
守
成
之
徳
」
に
勝
れ
て
い
る
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
基
調
と
同
一
で
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は
あ
る
が
、
家
光
の
「
封
建
王
」
と
し
て
の
至
高
性
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
例
え
天
皇
か
ら
の
「
申
し
出
」
で
、
し
か
も
最
高
の
官
職
で
あ
る
太
政
大
臣
で
あ
る
と
し
て
も
天
皇
か
ら
官
位
を
授

与
さ
れ
る
こ
と
自
体
、「
封
建
王
」
と
し
て
の
至
高
性
を
毀
損
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
天
皇
が
編
成
す
る
国
家
的
序
列
の
な
か
に
公
儀
権

力
者
を
組
み
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
ⓒ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
家
光
が
、
官
位
の
授
与
を
通
し
て
天
皇
よ
り
授
権
さ

れ
て
い
る
と
い
う
存
在
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

か
か
る
ⓒ
の
内
容
は
、
細
線
部
の
「
本
為
天
下
之
元
帥
早
任
一
上
能
掌
四
海
豈
有
他
求
哉
」
の
部
分
に
お
い
て
看
取
さ
れ
る
が
、
こ

の
点
を
少
し
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

そ
の
際
、
参
考
に
す
べ
き
は
、
こ
の
『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』
の
和
文
版
と
も
い
え
る
『
家
光
公
御
上
洛
記
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る

「
御
参
内
之
記　

道
春
草
案
」
に
お
い
て
林
羅
山
が
記
し
た
「
征
夷
幕
下
の
兵
権
を
取
給
ひ
、
一
笛
の
く
ら
ゐ
に
左
相
の
府
に
昇
給
ひ
て

四
海
を
掌
の
中
に
握
り
ま
し
ま
す
天
下
至
尊
也
」
と
い
う
文
で
あ
る
（
（1
（

。
両
者
を
較
べ
る
と
、『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』
の
「
本
為
天
下
之

元
帥
」
と
い
う
部
分
は
「
御
参
内
之
記　

道
春
草
案
」
に
お
け
る
「
征
夷
幕
下
の
兵
権
を
取
給
ひ
」
に
、「
早
任
一
上
能
掌
四
海
」
の
部

分
は
「
一
笛
の
く
ら
ゐ
に
左
相
の
府
に
昇
給
ひ
て
四
海
を
掌
の
中
に
握
り
ま
し
ま
す
天
下
至
尊
也
」
に
そ
れ
ぞ
れ
照
応
し
て
い
る
。

『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』
の
「
元
帥
」
の
本
来
的
語
義
は
「
一
番
上
に
立
っ
て
率
い
る
人
」
で
「
諸
将
を
率
い
る
総
大
将
」「
将
軍
の

統
率
者
」
を
意
味
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
御
参
内
之
記　

道
春
草
案
」
に
お
い
て
林
羅
山
が
「
征
夷
」
と
「
幕
下
（
近
衛
大
将
の

唐
名
）」
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
明
ら
か
な
よ
う
に
征
夷
大
将
軍
・
右
近
衛
大
将
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』

の
「
本
為
天
下
之
元
帥
」
の
意
味
は
、「
御
参
内
之
記　

道
春
草
案
」
の
「
征
夷
幕
下
の
兵
権
を
取
給
ひ
」
に
あ
る
よ
う
に
「
征
夷
大
将

軍
（
外
征
軍
の
総
司
令
官
）
と
右
近
衛
大
将
（
親
衛
軍
の
司
令
官
）
と
し
て
の
軍
事
指
揮
権
を
掌
握
し
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
、
家

光
の
軍
事
的
権
限
は
天
皇
よ
り
「
律
令
制
下
の
将
軍
職
」
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
も
の
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』
の
「
早
任
一
上
能
掌
四
海
」
の
部
分
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、「
一
上
」
と
は
左
大
臣
の
こ
と
で
「
御
参
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内
之
記　

道
春
草
案
」
の
「
左
相
の
府
」
と
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
文
意
は
、「
御
参
内
之
記　

道
春
草
案
」
の
「
左
相
の
府

に
昇
給
ひ
て
四
海
を
掌
の
中
に
握
り
ま
し
ま
す
」
に
あ
る
よ
う
に
「
左
大
臣
に
任
じ
ら
れ
て
四
海
〈
国
中
〉
を
統
治
し
て
い
る
」
と
い

う
も
の
で
、
軍
事
的
権
限
と
同
様
、
家
光
の
全
国
統
治
権
は
天
皇
よ
り
「
律
令
制
下
の
左
大
臣
」
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ

た
も
の
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
公
儀
権
力
者
は
、
朝
廷
の
議
政
官
で
あ
る
太
政
官
の
長
官
（
大
臣
）
に
任
命
さ
れ
る

こ
と
を
例
と
し
て
い
る
が
、
家
光
が
任
命
さ
れ
て
い
た
左
大
臣
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
律
令
制
下
、
太
政
官
の
長
官
が
国
政
全
般
を
管

掌
し
て
い
る
た
め
に
天
皇
よ
り
公
儀
権
力
者
が
同
職
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
公
儀
権
力
者
が
全
国
統
治
権
を
天
皇
よ
り
授
権
さ
れ
た

と
い
う
象
徴
的
意
義
を
蔵
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
か
か
る
象
徴
的
意
義
を
蔵
し
て
い
た
こ
と
は
、
江
戸
幕
府
に
お
い
て
は
公
儀
権
力
者
の
意
思
を
「
台
慮
」、
公
儀
権
力
者
の

命
令
を
「
台
命
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
で
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
「
台
」
と
は
本
来
「
三
台
星
」
の
称
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
転
じ
て
「
三
公
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
因
み

に
、「
三
公
」
と
は
、「
最
高
の
地
位
に
あ
っ
て
天
子
を
輔
佐
す
る
三
人
」
の
こ
と
で
具
体
的
に
は
中
国
で
は
周
代
・
明
代
な
ど
の
太
師
・

太
傅
・
太
保
、
唐
代
な
ど
の
太
尉
・
司
徒
・
司
空
な
ど
、
日
本
で
は
太
政
大
臣
・
左
大
臣
・
右
大
臣
、
ま
た
は
左
大
臣
・
右
大
臣
・
内

大
臣
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、「
台
慮
」「
台
命
」
と
は
、「
左
大
臣
」「
内
大
臣
」
な
ど
「
大
臣
の
意
思
」「
大
臣
の
命
令
」
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
太
政
官
の
長
官
任
命
に
よ
る
天
皇
か
ら
公
儀
権
力
者
へ
の
「
授
権
」
を
前
提
と
し
た
用
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
太
政
官
の
長
官
（
大
臣
）
任
命
が
天
皇
か
ら
公
儀
権
力
者
に
対
す
る
全
国
統
治
権
の
「
授
権
」
と
い
う
象
徴
的
な
国
家

行
為
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
公
儀
権
力
者
の
呼
称
を
め
ぐ
る
幕
府
の
令
達
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
徳
川
将
軍
家
の
家
長
は
家

督
相
続
直
後
の
呼
称
を
「
上
様
」
と
す
る
こ
と
が
幕
府
よ
り
令
さ
れ
る
が
、「
将
軍
宣
下
」
儀
礼
後
に
は
、
そ
の
呼
称
を
、
本
来
的
に
は

国
家
公
権
の
所
在
を
示
す
言
葉
で
あ
る
「
公
方
」
を
用
い
て
「
公
方
様
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
変
更
さ
れ
る
の
を
例
と
し
て
い
た
。
こ
の
た

め
、
征
夷
大
将
軍
の
別
称
と
し
て
「
公
方
様
」
は
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
理
解
は
、
正
確
な
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
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な
ら
ば
、
例
外
的
に
征
夷
大
将
軍
就
職
後
も
大
臣
で
は
な
く
権
大
納
言
に
止
め
ら
れ
て
い
た
最
後
の
将
軍
徳
川
慶
喜
に
関
し
て
慶
喜
の

内
大
臣
昇
任
後
に
、
そ
の
呼
称
を
「
上
様
」
か
ら
「
公
方
様
」
に
改
め
る
よ
う
に
幕
府
が
令
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
（1
（

。
つ
ま
り
、
幕
府

は
、
本
来
的
に
は
国
家
公
権
の
所
在
を
示
す
語
義
を
持
つ
「
公
方
様
」
と
い
う
呼
称
を
、
軍
事
統
帥
権
に
関
わ
る
「
授
権
」
を
示
す
征

夷
大
将
軍
の
任
命
に
関
連
す
る
も
の
で
は
な
く
国
政
全
般
を
管
掌
す
る
こ
と
を
任
と
す
る
太
政
官
の
長
官
（
大
臣
、
こ
こ
で
は
内
大
臣
）

の
任
命
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
（1
（

。

こ
の
よ
う
に
家
光
は
、
天
皇
に
よ
り
律
令
制
的
官
職
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
官
職
の
権
限
と
し
て
軍
事
統
帥
お
よ
び
全
国
統
治
に
関
す

る
権
限
を
授
与
さ
れ
た
と
幕
府
儒
官
の
筆
頭
林
羅
山
は
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
図
式
に
お
い
て
は
、
家
光
の
軍
事
的
権
限
や
全
国
統
治
権
も
律
令
制
下
の
君
主
で
あ
る
天
皇
に
本
来
的
に

帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

事
実
、『
家
光
公
御
上
洛
記
』
の
冒
頭
、
林
羅
山
は
「
天
か
下
扶
佐
し
給
ふ
お
ほ
ん
政
を
う
け
つ
か
せ
給
ひ
、
御
代
お
た
や
か
に
民
豊

に
し
て
」
と
記
し
、
徳
川
歴
代
の
天
下
統
治
を
「
天
か
下
扶
佐
し
給
ふ
お
ほ
ん
政
」（
天
皇
の
天
下
統
治
を
「
扶
佐
」
す
る
統
治
）
と
規

定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
図
式
で
は
、
林
羅
山
が
「
天
下
至
尊
」
と
い
う
本
来
、
天
子
の
こ
と
を
呼
ぶ
表
現
で
家
光
の
こ
と
を
称
揚
し
た

と
し
て
も
、
天
皇
が
君
主
で
家
光
が
そ
の
臣
下－

朝
臣
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
太
政
大
臣
に
関
す
る
記
事
に
お
い
て
家
光
の
「
封
建
王
」
と
し
て
の
至
高
性
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
公
儀
権
力
者
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
に
替
わ
っ
て
、
こ
こ
で
新
た
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
律

令
制
国
家
に
淵
源
を
発
し
中
世
の
権
門
体
制
に
お
い
て
変
容
し
た
天
皇
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
公
儀

権
力
者
は
天
皇
の
臣
下
で
あ
り
天
皇
よ
り
授
与
さ
れ
る
官
位
よ
り
国
家
的
に
序
列
化
さ
れ
る
と
と
も
に
国
家
的
権
限
を
授
権
さ
れ
て
い

る
存
在
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
波
線
部
の
「
大
権
現　

台
徳
院
殿
俱
任
相
国
今
又
被
任
則
其
官
之
相
称
也
三
代
之
芳
声
伝
于
後
世
不
亦
美
乎
」
の
文
辞
に

示
さ
れ
る
よ
う
に
、
徳
川
将
軍
家
は
、
天
皇
に
よ
り
叙
任
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
代
々
そ
の
国
家
的
位
置
づ
け
を
継
受
す
る
「
権
門
」
と

し
て
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

事
実
、
公
儀
権
力
者
は
、
天
皇
か
ら
「
源
氏
長
者
」「
淳
和
奨
学
両
院
別
当
」
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
「
清
和
源
氏
」
と
い
う
「
権
門
」

の
長
と
い
う
地
位
を
天
皇
よ
り
認
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（
（1
（

。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
幕
府
の
儒
官
筆
頭
林
羅
山
は
、「
台
命
」
に
よ
り
寛
永
十
一
年
の
徳
川
家
光
上
洛
を
描
く
に
当
た
っ
て
、
徳
川
将

軍
家
の
当
主
の
有
徳
性
を
一
貫
し
た
基
調
と
し
な
が
ら
相
異
な
る
二
つ
の
王
権
シ
ス
テ
ム
の
論
理
を
交
替
さ
せ
て
い
た
も
の
と
い
え
よ

う
。
す
な
わ
ち
、
徳
川
家
康
に
よ
る
日
本
領
有
（「
領
扶
桑
」）
を
受
け
継
ぎ
日
本
の
人
々
を
「
臣
民
」（「
六
合
之
臣
民
」）
と
す
る
有
徳

（「
守
成
之
徳
」）
の
家
光
の
勢
威
を
誇
る
際
に
は
公
儀
権
力
者
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
に
、
家
光
の
上
洛
・
叙
任
と
い
っ
た
家

光
と
天
皇
と
の
関
係
性
を
ふ
ま
え
な
い
と
い
け
な
い
際
に
は
天
皇
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
に
そ
れ
ぞ
れ
即
し
て
叙
述
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
著
作
が
、
幕
府
の
儒
官
筆
頭
の
立
場
に
あ
る
も
の
が
「
台
命
」
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
か
か
る
二
つ
の
王

権
シ
ス
テ
ム
の
並
存
を
内
容
と
す
る
立
場
は
、
王
権
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
幕
府
の
公
的
整
理
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

四
、
参
内
と
天
皇
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム

さ
て
、
参
内
部
分
の
記
述
で
あ
る
が
、
太
政
大
臣
を
辞
退
を
し
た
家
光
は
、
即
日
、
参
内
し
て
い
る
が
、
そ
の
様
子
を
『
寛
永
甲
戌

御
入
洛
記
』
は
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
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十
有
八
日
天
朗
気
清
恵
風
和
暢　

詔
使
夙
興
来
邀　

御
越
既
駕
行
粧
済
済
多
士
如
林
前
騎
後
騎
殆
二
十
輩
左
右
歩
行
之
士
二
百
余
其

次
第
儀
式
如
例
然
自
古
行
伍
之
壮
盛
若
今
日
能
周
備
而
佳
麗
未
之
有
也
自
二
条
城
至
禁
裏
只
聞
警
蹕
而
不
聞
武
卒
前
呵
之
声
雖
従
者
如

雲
而
不
有
一
夫
争
怒
之
気
自
非
平
日
教
法
克
定
則
何
至
于
此
哉
無
貴
賤
無
長
少
無
緇
素
無
男
女
盈
道
左
伏
拝
仰
之
如
日
望
之
如
天
既
比

及
禁
門
近
侍
卿
相
雲
客
奉
迎
之
尾
州
紀
州
両
亜
相
水
戸
黄
門
曁
奥
州
加
州
隅
洲
三
黄
門
越
前
参
議
越
後
羽
林
長
州
肥
州
羽
林
幷
群
拾
遺

以
下
凡
有
官
位
者
皆
蹲
踞
以
謁
爰
停
御
轅
日
野
亜
相
進
鉤
簾
飛
鳥
井
黄
門
跪
取
沓
井
伊
氏
持
勇
剣
吉
良
氏
持
宝
刀
共
以
従
焉
其
及
門
内

諸
高
官
貴
介
搢
紳
下
階
奉
迎
之　

幕
下
昇
殿
謁　

龍
顔
天
威
違
顔
咫
尺
奏
進
幣
物
若
干
天
上
雲
間
高
而
遠
矣
人
間
風
日
不
到
之
処
豈
易

測
哉
喜
気
津
津
歓
声
洋
洋
其
祝
規
如
例
於
是
乎
入
蓬
莱
洞
則
侍
御
臣
延
玉
椿
之
筭
而
姑
射
之
山
不
改
其
色
謁
長
秋
宮
則　

群
公
主
連
瓊

樹
之
枝
而
坤
枢
之
星
猶
増
其
耀
寿
觴
事
已
祝
慶
令
畢
委
蛇
而
退
及
晩
還
于
二
条
城
其
従
者
供
給
如
初
是
日
也
列
国
之
達
官
貴
勝
悉
捧
聘

物
拝　

宸
儀
復
拝　

仙
顔
兼
献
于　

皇
太
后
是
亦
由　

幕
下
敬　

朝
廷
守
国
家
之
余
波
所
広
蕈
故
也
十
九
日
諸
侯
伯
子
男
卿
大
夫
士
皆

来
献
拝
趨
賀
疇
昔
之
入
朝
也
薄
暮
雨
沛
然
洪
範
所
謂
風
雨
時
若
其
斯
之
謂
乎
天
意
之
所
帰
可
知
而
已
匪
直
也
事
真
天
授
也

	

ま
ず
、
細
線
部
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
、
家
光
が
二
条
城
を
出
て
御
所
に
向
か
う
路
次
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
こ
の

な
か
で
、
家
光
の
参
内
を
聴
す
「
詔
使
」
が
二
条
城
の
家
光
の
も
と
を
訪
れ
、
家
光
は
、「
轅
」
に
乗
っ
て
参
内
し
て
い
る
こ
と
で
わ
か

る
よ
う
に
「
武
家
」
の
出
で
立
ち
で
は
な
く
「
公
家
」
の
衣
装
で
参
内
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
「
駕
行
粧
済
済
多
士
如
林
」
と
そ
の

華
や
か
さ
を
誇
っ
て
い
る
も
の
の
、
先
例
に
従
っ
た
前
後
の
騎
馬
二
〇
騎
、
左
右
の
二
〇
〇
名
の
歩
行
の
供
人
数
は
、
参
勤
交
代
時
の

大
名
行
列
の
規
模
を
考
え
併
せ
る
と
公
儀
権
力
者
と
し
て
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
林
羅
山
は
、「
今
日
」
の
よ
う
に
よ
く

「
周
備
」
し
た
上
で
「
佳
麗
」
な
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
な
い
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
誇
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
行
列
の
前
を
乱
す
者
が

皆
無
で
多
く
の
供
人
数
で
も
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
供
の
間
で
争
う
こ
と
も
な
い
の
は
日
頃
か
ら
の
「
教
法
」
が
よ
く
、
か
つ
行
き

渡
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
称
賛
し
貴
賤
・
老
若
・
僧
俗
・
男
女
の
別
な
く
沿
道
で
平
伏
し
家
光
を
太
陽
や
天
の
ご
と
く
拝
し
て
い
る

（
14
）
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と
記
し
礼
賛
し
て
い
る
。

次
に
点
線
部
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
の
部
分
は
、
家
光
が
参
内
し
天
皇
に
対
し
直
接
、
対
面
し
て
い
る
様
子
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
家
光
が
御
所
に
到
着
す
る
と
、
家
光
を
「
近
侍
卿
相
雲
客
」
が
出
迎
え
た
と
記
し
て
あ
る
。「
近
侍
卿
相
雲
客
」
の
う
ち
の

「
近
侍
卿
相
」
と
は
「
尾
州
紀
州
両
亜
相
水
戸
黄
門
曁
奥
州
加
州
隅
洲
三
黄
門
越
前
参
議
越
後
羽
林
長
州
肥
州
羽
林
」
と
い
っ
た
大
納
言

（「
亜
相
」）・
中
納
言
（「
黄
門
」）・
参
議
や
近
衛
中
将
・
近
衛
少
将
（「
羽
林
」）
の
官
を
帯
び
た
大
名
た
ち
で
あ
り
、
こ
れ
に
侍
従
（「
拾

遺
」）
を
加
え
た
所
謂
「
武
家
之
公
卿
」
で
あ
り
「
権
門
」
た
る
徳
川
将
軍
家
の
「
門
流
」
の
公
家
を
構
成
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
こ
で
は
、
親
藩
・
家
門
・
外
様
と
い
っ
た
徳
川
将
軍
家
と
の
親
疎
関
係
に
即
し
た
編
成
原
理
（
公
儀
権
力
者
を
「
王
」
と
す
る

王
権
シ
ス
テ
ム
下
の
大
名
の
編
成
原
理
）
で
は
な
く
官
位
と
い
う
天
皇
と
の
関
係
性
に
も
と
づ
く
編
成
原
理
（
天
皇
を
「
王
」
と
す
る

王
権
シ
ス
テ
ム
下
の
大
名
の
編
成
原
理
）
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
家
光
が
轅
か
ら
降
り
御
所
内
部
に
入
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
御
簾
を
揚
げ
た
日
野
亜
相
、
沓
を
と
っ
た
飛
鳥
井
黄

門
は
い
わ
ゆ
る
将
軍
家
昵
懇
の
公
家
に
属
し
て
お
り
、「
勇
剣
」
を
か
か
げ
た
井
伊
は
譜
代
大
名
の
筆
頭
、「
宝
刀
」
を
持
っ
た
吉
良
は

高
家
で
、
家
光
が
門
内
に
入
る
に
及
ん
で
公
家
達
（「
諸
高
官
貴
介
搢
紳
」）
の
出
迎
え
を
受
け
て
い
る
。
家
光
と
天
皇
と
の
対
面
に
関

し
て
は
「
幕
下
昇
殿
謁　

龍
顔
天
威
違
顔
咫
尺
奏
進
幣
物
若
干
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、「
家
光
（『
幕
下
』）
が
天
皇
に

『
謁
』
し
た
際
、
あ
ま
り
に
天
皇
の
側
近
く
に
近
づ
い
た
た
め
天
皇
の
威
光
を
あ
ま
り
眼
前
に
し
恐
れ
多
く
、
贈
り
物
若
干
を
『
奏
進
』

し
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
天
皇
を
君
主
、
家
光
を
臣
下
と
す
る
君
臣
儀
礼
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
こ
の
儀
礼
が
滞
り
な
く
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
林
羅
山
は
、「
天
上
雲
間
高
而
遠
矣
人
間
風
日
不
到
之
処
豈
易
測
哉
喜
気
津

津
歓
声
洋
洋
其
祝
規
如
例
」
と
述
べ
、
天
皇
と
家
光
と
の
儀
礼
を
「
人
間
界
の
風
や
日
光
が
到
ら
な
い
高
く
遠
い
」「
天
上
雲
間
」
の
出

来
事
で
あ
り
普
通
の
人
間
が
簡
単
に
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
、
か
か
る
儀
礼
が
無
事
に
終
わ
っ
た
こ
と
に
対
し

人
々
の
喜
び
や
「
歓
声
」
が
溢
れ
か
え
っ
て
い
る
、
と
し
て
い
る
。
か
か
る
表
現
は
、
先
述
し
た
官
職
任
命
を
通
じ
た
天
皇
よ
り
公
儀
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権
力
者
へ
の
授
権
の
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
天
皇
に
対
す
る
家
光
の
拝
謁
は
、
天
皇
に
よ
り
家
光
に
対
し
「
国
家
的
正
当
性
」
は
付

与
あ
る
い
は
再
確
認
す
る
国
家
儀
礼
で
あ
っ
た
と
幕
儒
の
筆
頭
林
羅
山
が
見
な
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

続
い
て
、
家
光
は
後
水
尾
上
皇
の
御
所
で
長
寿
を
言
祝
ぎ
、
皇
太
后
の
御
所
で
、
そ
の
皇
女
た
ち
を
も
含
め
婦
道
の
鏡
で
あ
る
と
し

て
賛
嘆
し
祝
い
の
盃
事
を
し
、
全
て
の
「
祝
慶
礼
」
を
終
え
て
御
所
を
退
出
し
二
条
城
に
戻
っ
て
い
る
。

以
上
の
家
光
の
参
内
は
、
天
皇
と
家
光
と
の
間
に
お
け
る
君
臣
関
係
を
可
視
化
し
た
も
の
と
い
え
天
皇
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス

テ
ム
に
即
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
波
線
部
で
関
し
て
で
あ
る
が
、
天
皇
に
対
し
て
「
列
国
之
達
官
貴
勝
」（
＝
「
武
家
之
公
卿
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
大

名
）
が
拝
謁
し
て
献
上
物
を
捧
げ
、
さ
ら
に
上
皇
に
も
拝
謁
・
献
上
し
皇
太
后
に
対
し
て
献
上
物
を
捧
げ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
林

羅
山
は
、
こ
の
天
皇
と
大
名
達
の
間
の
君
臣
儀
礼
に
つ
い
て
「
幕
下
敬　

朝
廷
守
国
家
之
余
波
所
広
蕈
故
也
」
と
記
し
、
家
光
―
公

儀
権
力
者
―
が
朝
廷
を
敬
し
国
家
を
守
る
「
余
波
」
が
広
ま
っ
た
せ
い
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
か
か
る
大
名
達
に
よ
る
儀
礼
が

幕
府
の
承
認
・
指
令
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
こ
の
説
明
自
体
は
正
し
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
同
時
に
、
か
か
る
大
名
達
に
よ
る
儀
礼
が
、
大
納
言
や
中
納
言
と
い
っ
た
太
政
官
の
次
官
や
近
衛
府
の
次
官
や
天
皇
の
近

侍
職
で
あ
る
侍
従
と
い
っ
た
官
職
に
も
と
づ
い
た
君
臣
儀
礼
で
あ
り
天
皇
と
の
間
に
お
け
る
君
臣
原
理
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
公
儀
権
力
者
の
承
認
・
吹
挙
が
あ
る
に
せ
よ
、
天
皇
を
「
王
」
と
す

る
王
権
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
大
名
が
、
公
儀
権
力
者
同
様
、
律
令
制
に
淵
源
を
発
す
る
官
位
を
天
皇
に
よ
り
付
与
さ
れ
国
家
的
に
身

分
編
成
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
以
上
の
よ
う
な
参
内
に
関
す
る
記
事
を
承
け
て
、
林
羅
山
は
、
二
点
波
線
部
に
お
い
て
、
天
皇
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス

テ
ム
に
即
し
た
家
光
の
参
内
自
体
の
成
功
を
林
羅
山
は
「
天
意
之
所
帰
」「
真
天
授
」
と
表
現
し
、「
天
」
の
営
為
と
し
て
礼
賛
・
絶
対

化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
天
道
」
に
即
し
た
権
力
者
の
営
為
の
正
当
化
は
、
冒
頭
部
の
徳
川
家
康
や
同
秀
忠
に
関
す
る
説
明
で
も
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見
出
さ
れ
る
も
の
で
、
二
つ
の
王
権
シ
ス
テ
ム
に
わ
た
る
記
述
が
存
在
す
る
『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』
の
一
貫
し
た
ト
ー
ン
に
な
っ
て

い
る
点
は
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
家
光
お
よ
び
「
武
家
之
公
卿
」
と
さ
れ
る
大
名
た
ち
の
参
内
記
事
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

家
光
の
参
内
は
、
天
皇
と
家
光
と
の
間
に
お
け
る
君
臣
関
係
を
可
視
化
し
た
も
の
と
い
え
天
皇
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
に

即
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
太
政
大
臣
任
命
問
題
と
同
様
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
本
来
、
そ
の
軍
事
的
・
政
治
的
・
経
済
的
強
大
性
に
よ
り
獲
得
し
た

公
儀
権
力
者
の
全
国
統
治
権
―
国
家
的
権
限
―
を
、
天
皇
が
公
儀
権
力
者
に
律
令
制
的
官
職
を
任
命
す
る
こ
と
に
よ
り
授
権
し
た

も
の
と
し
て
天
皇
の
下
に
国
家
的
に
身
分
編
成
す
る
と
い
う
、
天
皇
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
基
礎
構
造

で
は
崩
壊
し
た
も
の
の
、
天
皇
が
官
位
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
国
家
的
機
能
を
分
担
す
る
諸
権
門
を
天
皇
の
下
に
統
一
的
に
序
列
化
し

国
家
的
統
合
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
中
世
の
権
門
体
制
の
身
分
編
成
原
理
が
幕
藩
制
国
家
の
上
部
構
造
の
一
部
と
し
て
残
置
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
国
家
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
国
家
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
は
、
徳
川
将
軍
家
も
、
中
世
の
権
門
が

そ
の
門
流
や
家
臣
に
対
し
天
皇
に
よ
る
官
位
叙
任
を
当
然
視
し
た
の
と
同
様
、
自
身
の
親
族
や
家
臣
（
大
名
・
旗
本
）
に
対
し
「
仰
付
」

と
い
う
か
た
ち
で
官
位
叙
任
を
指
令
・
承
認
し
、
天
皇
に
対
し
彼
ら
へ
の
官
位
叙
任
を
吹
挙
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
官
位
を
叙
任
さ

れ
た
徳
川
将
軍
家
の
親
族
や
家
臣
は
、
徳
川
家
の
家
臣
と
い
う
性
格
の
ほ
か
、
天
皇
の
臣
（
朝
臣
）
と
い
う
性
格
を
獲
得
す
る
に
至
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
「
武
家
之
公
卿
」
た
ち
の
参
内
・
天
皇
へ
の
拝
謁
も
、
こ
の
よ
う
な
権
門
体
制
の
シ
ス
テ
ム
を
承
け

た
も
の
で
あ
る
、
天
皇
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
の
一
部
分
で
あ
っ
た
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
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五
、
家
光
在
洛
・
在
坂
記
事
と
王
権
シ
ス
テ
ム

こ
れ
ま
で
の
検
討
で
『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』
に
お
い
て
、
公
儀
権
力
者
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
か
ら
天
皇
を
「
王
」
と

す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
へ
と
相
異
な
る
二
つ
の
国
家
シ
ス
テ
ム
を
転
換
さ
せ
た
説
明
を
行
っ
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
た
（
（1
（

。

し
か
し
、
こ
の
書
に
お
い
て
林
羅
山
が
、
天
皇
を
「
王
」
と
す
る
国
家
シ
ス
テ
ム
を
基
調
と
し
た
ま
ま
、
叙
述
を
終
え
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
ま
た
、
公
儀
権
力
者
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
を
基
調
と
す
る
叙
述
に
戻
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

①�	

二
十
有
一
日
召
攝
録
槐
門
龍
楼
鳳
池
相
将
八
座
七
辨
大
夫
士
群
官
人
幷
法
親
王
高
貴
之
僧
綱
等
大
饗
之
泪
自
諸
侯
至
衆
士
亦
豫
焉

竟
日
有
散
楽
俳
優
令
見
之
座
闌
復
賜
酒
食
此
間
日
頒
與
絺
綌
単
衣
及
白
銀
于
衆
人
各
有
差
皆
依
例
有
豊
而
無
倹
不
知
幾
千
万
也
二
十

有
三
日
賜
白
銀
十
有
二
萬
枚
于
洛
中
若
是
之
巨
恵
振
古
未
之
聞
也
人
皆
甚
悦
雖
大
明
無
私
而
不
能
照
陰
処
雖
時
雨
同
天
而
不
克
沾
庇

蔭
是
夫
天
地
猶
有
所
憾
而
況
於
人
乎
今
此
恩
賜
所
及
匹
夫
匹
婦
莫
不
普
蒙
所
謂
一
人
有
慶
兆
民
頼
之
其
是
之
謂
乎

②�	

閏
七
月
乙
卯
朔
越
三
日
新
増
采
地
七
千
石
被
寄

		


仙
洞
添
旧
共
一
萬
斛
也

③�	

厥
明
四
日　

幕
下
依
召
詣
于　

仙
洞　

御
覧
蹴
鞠
還
枉　

台
駕
于
九
条
前
博
陸
及
子
右
大
将
之
第
特
賜
禄
各
有
差
比
入
二
条
城
白

雨
降
霰
今
日
之
従
者
無
一
人
濡
衣
裳
者
設
雖
使
令
風
雨
未
有
如
斯
之
應
也
世
皆
感
之

④�	

六
日
賜
雲
州
隠
州
于
京
極
若
狭
守
賜
若
州
與
敦
賀
于
酒
井
讃
岐
守

⑤�	

八
日
二
条
左
府
康
道
公
之
子
以
邇
日
欲
初
冠
故
賜
御
諱
字
因
名
曰
光
平
先
是
左
府
頻
請
求
之
故
今
有
此
仰
也
用　

大
権
現
初
嘗
賜

左
府
以
御
諱
字
之
先
例
也
考
之
于
前
則
有
宗
尊
親
王
之
賜
平
時
宗
稽
之
於
後
有
義
満
之
授
満
基
義
持
之
授
持
基
以
今
而
視
之
郁
郁
乎

文
哉
可
謂
盛
事
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⑥�	

九
日
琉
球
人
来
貢　

幕
下
出
前
殿
有　

英
覧
由
隅
州
黄
門
之
款
請
也
黄
門
同
出
拝
謁
焉

⑦�	
十
日
藤
原
光
平
卿
来
拝
謝
此
時
左
府
亦
共
有
拝
礼

⑧�	
十
三
日
九
条
前
博
陸
及
其
季
子
家
基
来
拝
謝
比
年
有
前
博
陸
之
懇
訴
屡
乞
使
続
松
殿
乃
者
許
之
起
既
絶
之
家
立
久
廃
之
迹
故
号
曰

松
殿
然
其
備
摂
政
家
之
員
則
未
見
許
焉

⑩�	

十
四
日
督
責
聖
護
院
照
高
院
停
園
城
寺
長
吏
先
是
両
院
互
争
長
吏
是
行
也
両
詞
相
備
以
聞
甲
失
於
遅
怠
乙
失
於
濫
訴
故
命
黜
両
院

不
許
相
為
長
吏

⑪�	

封
国
食
邑
采
地
之
印
章
于
諸
侯
群
士
殆
及
七
十
章
其
余
忘
郡
県
郷
邑
名
者
不
在
今
数
中
以
期
他
日
焉

⑫�	

十
八
日
西
州
諸
侯
多
賜
暇
及
禄
有
差
逮
晩
幕
下
出
城
其
従
者
不
多
人
皆
以
為
巡
覧
郭
外
詩
然
直
赴
北
野
却
過
祇
園
到
清
水
寺
而
還

洛
辺
之
形
成
入
于
台
覧

⑬�	

二
十
日
寄
増
采
地
二
百
石
于
圓
満
院
二
百
石
于
実
相
院
共
雖
為
三
井
之
名
室
而
職
田
甚
少
故
也

⑭�	

二
十
有
二
日
召
飛
鳥
井
氏
難
波
氏
催
遊
庭
之
興
以
蹴
鞠
焉
留
洛
之
侯
伯
士
大
夫
伺
候
縦
観
之

⑮�	

召
摂
政
前
左
府
藤
原
兼
遐
来
前
聞　

命
而
退
明
日
又
来
謁
対
話
良
久
而
罷
人
罕
知
焉

⑯�	

二
十
有
五
日
寄　

台
駕
于
淀
城
於
是
乗
楼
船
順
流
而
下
山
色
水
声
如
有
喜
気
船
者
自
南
紀
所
献
也
其
粧
飾
雖
古
之
青
雀
黃
龍
未
曾

有
如
是
之
尽
美
也
已
而
達
于
大
坂
城
留
後
者
皆
出
拝
迓
翌
日
賜
守
者
禄
各
有
差
有
旨
免
大
坂
管
内
人
家
之
年
税
及
家
宅
沽
価
之
征
又

泉
堺
幷
平
城
人
家
之
年
税
人
皆
大
悦
服
逮
晩
幕
下
出
周
覧
郭
辺

⑱�	

二
十
有
七
日　

皇
太
后
使
者
来
奉
問
起
居
今
日　

御
覧
官
馬
乃
出
城
巡
築
山
而
還

⑲�	

二
十
有
八
日　

台
駕
発
大
坂
城
到
橋
本
泛
軽
舸
過
長
岡
経
勝
龍
寺
而
上
京
晡
時
入
二
条
城

⑳�	

二
十
有
九
日
尾
紀
両
亜
相
水
戸
黄
門
及
留
洛
諸
侯
来
謁
是
日
也
兼
遐
公
又
参
謁
久
之
罷
逮
夜
有
旨
授
松
平
伊
豆
守
安
倍
豊
後
守
堀

田
加
賀
守
従
四
位
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㉑�	

八
月
甲
申
朔
早
入　

朝
謁
于　

天
顔
又
詣
于　

仙
洞
及
覲　

皇
太
后
告
暇
東
帰
日
在
近
故
也
亭
午
還
二
条
少
焉
大
雨
乍
晴
於
是
乎　

詔
使　

院
使
来
賀
朔
此
時
近
侍
卿
相
雲
客
皆
進
賀
諸
侯
亦
然

㉒�	
二
日
南
光
房
大
僧
正
天
海
来
拝
且
言
頃
者
奉
崇

		


東
照
大
権
現
于
江
州
坂
本
之
宮
奏
行
法
会
請

		


宣
命
使
幷
著
座
官
人
事
已
而
来
云
爾
今
日
森
内
記
出
拝
謝
以
其
父
没
襲
封
作
州
故
也

㉓�	

三
日
兼
遐
公
復
入
府
言
談
移
刻
而
退
死
夕
有　

旨
任
鷹
司
内
府
於
右
府

㉔�	

四
日
尾
紀
両
亜
相
入
府
共
賜
暇
今
日
新
賜
松
平
陸
奥
守
于
江
州
采
地
五
千
石
為
辨
在
洛
雑
事
故
也

㉕�	

五
日　

台
駕
発
洛
陽
赴　

江
戸
（『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』
最
終
部
分－

引
用
者
）

	

林
羅
山
は
、
家
光
を
貴
賤
の
差
別
な
く
恩
恵
を
も
た
ら
す
有
徳
の
君
主
と
し
て
描
い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
①
に
お
い
て
、
羅
山
は
、
家
光
が
、
七
月
二
一
日
、
摂
政
・
大
臣
・
親
王
を
は
じ
め
と
す
る
公
家
・
官
人
、
高
僧
に
対

し
「
大
饗
宴
」
を
も
よ
お
し
大
名
・
旗
本
な
ど
も
同
じ
く
饗
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
饗
宴
の
参
会
者
に
「
絺
綌
単

衣
及
白
銀
」
を
配
っ
た
こ
と
を
記
し
た
上
で
、
そ
の
翌
々
日
に
は
洛
中
の
住
民
に
白
銀
一
二
万
枚
を
配
布
し
た
こ
と
を
叙
し
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
「
巨
恵
」
は
こ
れ
ま
で
聞
い
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
り
天
地
の
営
み
で
あ
る
太
陽
（「
大
明
」）
や
時
雨
で
さ
え
日
陰
や

雨
粒
が
か
か
ら
な
い
と
こ
ろ
な
ど
、
そ
の
恩
恵
が
い
き
わ
た
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
ま
し
て
や
「
人
」
に
お
い
て
は
全
て
の
も

の
に
恩
恵
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
の
に
、
今
回
の
家
光
の
「
恩
賜
」
に
「
匹
夫
匹
婦
」
で
さ
え
普
く
浴
し
て
お

り
、
ま
さ
に
「
一
人
有
慶
兆
民
頼
之
」
と
い
う
の
も
、
こ
の
家
光
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
家
光
を
讃
仰
し
て
い
る
。

ま
た
、
㉑
に
お
け
る
大
坂
・
奈
良
に
お
け
る
税
租
の
免
除
も
京
都
に
お
け
る
恩
恵
と
同
様
の
も
の
で
あ
り
家
光
を
称
え
る
羅
山
の
記

述
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
羅
山
は
、
支
配
階
級
に
は
饗
宴
と
絺
綌
単
衣
・
白
銀
の
下
賜
、
被
支
配
階
級
に
は
白
銀
の
散
布
と
税
租
の
免
除
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と
い
う
手
法
で
家
光
が
恩
恵
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
取
り
上
げ
て
「
所
謂
一
人
有
慶
兆
民
頼
之
」
と
評
価
し
、
家
光
が
「
一
人
」
＝
「
君

主
」
と
し
て
の
絶
大
な
有
徳
性
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。

次
に
所
領
関
係
の
記
事
で
あ
る
（
（1
（

。

②
は
、
後
水
尾
上
皇
に
対
す
る
仙
洞
領
の
宛
て
行
い
、
④
は
、
個
別
大
名
に
対
す
る
改
易
転
封
、
⑪
は
、
諸
大
名
旗
本
へ
の
領
地
の

宛
て
行
い
状
（「
封
国
食
邑
采
地
之
印
章
」
＝
朱
印
状
）
の
交
付
、
⑬
は
、
寺
院
（
圓
満
院
、
実
相
院
）
に
対
す
る
加
増
、
㉓
の
「
森
内

記
出
拝
謝
以
其
父
没
襲
封
作
州
故
也
」
は
、
大
名
家
の
家
督
・
遺
領
相
続
、
㉔
の
「
新
賜
松
平
陸
奥
守
于
江
州
采
地
五
千
石
為
辨
在
洛

雑
事
故
也
」
は
功
績
に
よ
る
大
名
加
増
を
そ
れ
ぞ
れ
家
光
が
命
じ
た
こ
と
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。

因
み
に
②
で
は
「
新
増
采
地
七
千
石
被
寄
仙
洞
添
旧
共
一
萬
斛
也
」
と
上
皇
に
対
し
敬
意
を
表
し
て
「
寄
」「
添
」
と
い
う
用
字
を

使
っ
て
い
る
が
、
公
儀
権
力
者
が
上
皇
の
上
位
に
立
っ
て
所
領
を
給
付
し
て
い
る
図
式
で
あ
る
こ
と
は
他
の
例
と
な
ん
ら
変
わ
り
は
な
い
。

④
は
、
寛
永
十
年
の
嗣
子
断
絶
に
よ
る
松
江
藩
二
十
四
万
石
堀
尾
家
改
易
に
と
も
な
う
も
の
で
、
若
狭
小
浜
か
ら
京
極
忠
高
が
松
江

に
入
封
し
二
十
六
万
四
二
〇
〇
石
、
そ
の
あ
と
を
武
蔵
川
越
か
ら
酒
井
忠
勝
が
入
封
し
て
新
た
に
小
浜
藩
十
一
万
三
〇
〇
〇
石
の
主
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
一
連
の
改
易
転
封
は
、
豊
臣
系
大
名
の
堀
尾
氏
が
改
易
さ
れ
た
あ
と
を
、
外
様
と
は
い
い
な
が
ら
も
徳
川
秀
忠
の

娘
を
正
室
に
迎
え
て
い
た
京
極
氏
を
小
浜
時
代
の
十
一
万
三
五
〇
〇
石
か
ら
大
幅
に
加
増
し
て
出
雲
・
隠
岐
に
配
置
し
て
萩
の
毛
利

氏
、
広
島
の
淺
野
氏
の
抑
え
に
し
よ
う
と
し
た
で
あ
り
、
か
つ
、
徳
川
譜
代
の
有
力
大
名
で
家
光
の
信
頼
の
厚
い
酒
井
忠
勝
を
京
都
の

北
に
位
置
す
る
小
浜
に
配
置
し
京
都
へ
の
軍
事
的
管
制
を
強
化
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
一
連
の
転
封
は
、
公
儀
権
力

者
の
武
断
的
な
対
大
名
政
策
を
印
象
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑪
の
朱
印
状
の
交
付
は
諸
大
名
・
旗
本
に
対
す
る
領
地
宛
て
行
い
状
の
交
付
に
止
ま
ら
ず
、「
其
余
忘
郡
県
郷
邑
名
者
不
在
今
数
中

以
期
他
日
焉
」
と
あ
る
よ
う
に
正
保
元
年
の
国
絵
図
・
郷
帳
の
徴
収
を
予
告
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
⑬
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
圓
満
院
・
実
相
院
は
と
も
に
天
台
宗
寺
門
派
の
門
跡
寺
院
で
交
替
で
園
城
寺
（
三
井
寺
）
の
長
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吏
（
寺
務
の
総
括
責
任
者
）
を
勤
め
る
の
を
例
と
し
て
い
た
。「
雖
為
三
井
之
名
室
而
職
田
甚
少
故
也
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
長
吏
の
職

務
に
対
し
て
寺
領
が
過
少
で
あ
る
た
め
二
寺
に
対
し
加
増
し
た
、
と
い
う
加
増
の
事
情
を
説
明
し
た
部
分
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
㉓
は
、
美
作
津
山
藩
十
八
万
六
五
〇
〇
石
森
氏
の
家
督
相
続
・
遺
領
継
承
に
関
す
る
記
事
で
、
森
忠
政
の
遺
跡
を
継
承

し
た
森
長
継
（
森
内
記
）
が
家
光
に
御
礼
言
上
の
た
め
に
御
目
見
得
を
し
た
の
で
あ
り
、
㉔
は
、
当
時
、
外
様
有
力
大
名
で
か
つ
長
老

大
名
で
も
あ
っ
た
仙
台
藩
主
伊
達
正
宗
に
対
し
上
洛
に
関
す
る
功
績
を
名
目
と
し
て
近
江
国
内
で
五
〇
〇
〇
石
加
増
し
た
も
の
で
あ

る
。こ

れ
ら
の
領
地
に
関
わ
る
公
儀
権
力
者
の
権
限
行
使
の
う
ち
、
朝
廷
に
関
し
て
は
上
皇
と
い
う
「
准
頂
点
」、
寺
社
に
関
し
て
は
門
跡

寺
院
と
い
う
最
上
位
ク
ラ
ス
を
対
象
に
し
て
お
り
、
公
儀
権
力
者
が
、
封
建
的
主
従
関
係
を
と
も
わ
な
い
公
的
支
配
の
頂
点
に
あ
る
こ

と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
封
建
的
主
従
関
係
を
と
も
な
う
大
名
に
対
す
る
所
領
給
付
に
お
い
て
は
、
改

易
転
封
、
家
督
・
遺
領
相
続
、
勲
功
に
よ
る
加
増
と
い
っ
た
多
様
な
ケ
ー
ス
を
網
羅
す
る
と
と
も
に
幕
府
軍
事
力
の
強
大
性
を
梃
子
と

し
た
武
断
的
大
名
支
配
を
顕
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
記
事
は
、
林
羅
山
が
、
公
儀
権
力
者
が
行
う
所
領
給
付
の
多
様
な
場
面
を
描
く
と
と

も
に
封
建
的
土
地
所
有
の
統
一
的
編
成
権
者
＝
「
封
建
王
」
と
い
う
家
光
の
地
位
を
強
調
す
る
た
め
に
記
し
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
特

に
、
上
洛
記
事
と
し
て
は
必
ず
し
も
記
す
必
要
性
が
な
い
国
絵
図
・
郷
帳
の
徴
収
の
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
徴
収
が

「
封
建
王
」
と
し
て
の
全
国
土
の
掌
握
と
い
う
象
徴
的
意
義
を
も
持
つ
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
こ
の
感
が
深
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

③
・
⑤･

⑦
・
⑧
は
家
光
と
公
家
の
最
上
位
に
位
置
す
る
摂
関
家
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
記
事
で
あ
る
（
（1
（

。

③
は
、「
九
条
前
博
陸
」（
前
関
白
九
条
幸
家
）・「
右
大
将
」（
右
近
衛
大
将
九
条
道
房
）
邸
を
家
光
が
訪
れ
禄
を
与
え
た
と
い
う
も

の
、
⑧
は
九
条
幸
家
は
、
そ
の
子
息
九
条
道
昭
が
か
っ
て
あ
っ
た
「
松
殿
家
」（
九
条
兼
良
の
兄
で
平
安
末
の
摂
政
藤
原
基
房
を
始
祖
と

す
る
が
源
義
仲
と
結
ん
だ
た
め
に
松
殿
家
は
摂
関
家
か
ら
脱
落
）
を
再
興
す
る
こ
と
を
願
い
出
て
い
た
の
を
、
摂
家
と
し
な
い
こ
と
を
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条
件
に
家
光
が
許
し
た
と
い
う
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
松
殿
家
」
の
例
は
、
摂
関
家
の
家
分
出
に
お
い
て
天
皇
で
は
な
く
公

儀
権
力
者
が
決
定
権
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
公
儀
権
力
者
に
よ
る
朝
廷
支
配
を
如
実
に
語
る
も
の
で
あ
る
。

⑤
・
⑦
は
、
摂
家
の
一
つ
二
条
家
の
当
主
左
大
臣
二
条
康
道
が
嫡
男
の
元
服
に
際
し
、
家
光
の
諱
か
ら
一
字
「
頂
戴
」
し
て
光
平
と

名
乗
ら
せ
た
こ
と
、
親
子
と
も
ど
も
家
光
に
対
し
御
礼
の
「
拝
謝
」
を
し
た
こ
と
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
因
み
に
室
町
時
代
（
満
基

以
降
）・
江
戸
時
代
、
二
条
家
の
歴
代
当
主
は
将
軍
の
諱
を
一
字
「
頂
戴
」
し
て
お
り
摂
関
家
の
な
か
で
も
幕
府
と
近
い
関
係
に
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
記
事
も
、
か
か
る
二
条
家
の
家
例
に
触
れ
た
も
の
で
あ
る
。

注
意
す
べ
き
は
、
林
羅
山
が
前
例
と
し
て
い
る
な
か
で
室
町
幕
府
の
将
軍
足
利
義
満
と
二
条
満
基
、
足
利
義
持
と
二
条
持
基
の
例
は

よ
い
と
し
て
も
、
主
従
関
係
に
あ
る
鎌
倉
幕
府
の
将
軍
宗
尊
親
王
と
執
権
北
条
時
宗
の
例
が
挙
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

林
羅
山
が
、
天
皇
・
二
条
家
間
の
君
臣
関
係
に
か
ゝ
わ
ら
ず
将
軍
家
に
対
す
る
二
条
家
の
従
属
関
係
が
君
臣
関
係
に
近
い
も
の
と
考
え

て
い
た
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
諱
字
の
拝
領
は
、
元
来
、
族
制
的
な
も
の
は
別
と
し
て
君
臣
儀
礼
に
属
し
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
封
建
王
」
た
る
公
儀
権
力
者
が
、
本
来
、
天
皇
の
最
高
の
「
朝
臣
」
で
あ
る
摂
関
家
を
も
自
己
の

「
臣
下
」
と
し
て
い
た
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
公
儀
権
力
者
の
公
的
支
配
に
よ
り
「
朝
臣
」

と
し
て
家
領
を
安
堵
さ
れ
て
い
た
摂
関
家
の
一
つ
が
、
諱
字
拝
領
と
い
う
君
臣
儀
礼
を
行
う
こ
と
に
よ
り
家
臣
と
し
て
の
要
素
を
帯
び

た
と
考
え
ら
れ
摂
関
家
の
「
昵
懇
之
公
家
」
版
と
い
え
よ
う
。

か
か
る
家
光
と
摂
関
家
と
の
関
係
は
、
朝
廷
を
支
配
す
る
公
儀
権
力
者
＝
「
封
建
王
」
と
し
て
位
置
づ
け
に
即
し
た
も
の
と
い
え
よ

う
。そ

し
て
、
⑮
・
⑳
・
㉓
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
官
位
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
家
光
と
対
等
も
し
く
は
上
位
に
あ
る
は
ず
の
摂
政
一
条
兼
遐

（
昭
良
）
が
家
光
に
会
い
に
来
る
こ
と
を
林
羅
山
は
「
来
謁
」「
参
謁
」
と
表
現
し
て
い
る
ほ
か
「
藤
原
兼
遐
来
前
聞　

命
而
退
」
と
あ

る
よ
う
に
家
光
は
摂
政
一
条
兼
遐
に
何
事
か
を
命
じ
て
い
る
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
⑭
で
は
宮
中
の
遊
技
で
あ
る
蹴
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鞠
を
家
職
と
す
る
公
家
に
自
分
の
麾
下
の
諸
大
名
や
旗
本
な
ど
の
前
で
演
じ
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
も
、
家
光
を
、
朝
廷
を
支

配
す
る
公
儀
権
力
者
＝
「
封
建
王
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑥
は
、
琉
球
王
国
よ
り
の
「
朝
貢
」
使
を
京
都
で
引
見
し
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
属
国
」
よ
り
の
「
朝
貢
」

を
受
け
る
存
在
と
し
て
家
光
が
林
羅
山
に
よ
り
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
朝
貢
」
の
場
に
関
連
す
る
天
皇
に
関
す
る
記
述
は
な

く
、
こ
の
『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』
の
こ
の
部
分
に
お
い
て
は
公
儀
権
力
者
が
日
本
の
「
王
」
と
し
て
の
地
位
を
享
受
し
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

⑩
は
、
園
城
寺
の
長
吏
の
地
位
を
め
ぐ
る
聖
護
院
と
照
高
院
と
の
争
い
を
濫
訴
で
あ
る
と
し
て
両
者
を
長
吏
の
職
か
ら
放
逐
し
罰
し

た
こ
と
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
林
羅
山
は
、
こ
こ
で
は
訴
訟
を
裁
く
有
能
な
統
治
者
と
し
て
の
家
光
の
イ
メ
ー
ジ
を
提
出
し
て
い

る
。⑫

・
⑳
な
ど
で
は
諸
大
名
に
暇
を
与
え
た
り
拝
謁
を
受
け
た
り
す
る
な
ど
大
名
支
配
を
行
う
主
君
と
し
て
の
家
光
が
描
か
れ
て
い
る

と
と
も
に
京
都
内
外
の
実
情
を
視
察
す
る
為
政
者
と
し
て
家
光
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

⑱
は
、
家
光
が
「
官
馬
」
を
「
御
覧
」
に
な
り
城
外
に
出
て
築
山
を
「
巡
」
っ
た
と
記
し
て
お
り
騎
馬
― 「
武
芸
」 

―
に
関
心
を

示
し
て
い
る
姿
を
提
示
し
て
い
る
。

⑳
は
、「
逮
夜
有
旨
授
松
平
伊
豆
守
安
倍
豊
後
守
堀
田
加
賀
守
従
四
位
」
と
あ
る
よ
う
に
家
光
は
自
分
の
家
臣
に
対
し
位
を
授
け
る
存

在
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
家
光
に
よ
る
「
授
位
」
が
、
本
来
的
に
は
徳
川
将
軍
家
と
い
う
「
武
家
権
門
」
内
に
お
け
る
天
皇
へ

の
「
吹
挙
」
決
定
で
あ
り
天
皇
に
よ
る
叙
位
に
よ
っ
て
完
結
す
る
と
い
う
国
家
手
続
き
の
一
部
で
あ
る
こ
と
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。

㉒
は
、
東
照
宮
信
仰
の
「
開
祖
」
と
も
い
う
べ
き
天
海
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
近
江
国
坂
本
宮
で
行
う
祈
祷
に
「
宣

命
使
」「
官
人
」
の
派
遣
を
朝
廷
に
求
め
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
本
来
的
に
は
徳
川
将
軍
家
の
祖
先
祭
祀
で
あ
る
「
東
照
宮
信

仰
」
に
奉
仕
さ
せ
ら
れ
て
い
る
天
皇
の
姿
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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以
上
、
検
討
し
た
部
分
に
お
け
る
徳
川
家
光
像
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

㋑�	
上
皇
・
寺
院
・
諸
大
名
に
対
し
て
知
行
宛
て
行
い
や
没
収
を
行
う
封
建
的
土
地
所
有
の
統
一
的
な
編
成
権
者
で
あ
る
こ
と
。

㋺�	
家
督
・
遺
領
相
続
、
拝
礼
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
諸
大
名
の
主
君
で
あ
る
ば
か
り
か
摂
関
家
の
二
条
家
に
諱
字
を
与
え
た
り
す

る
な
ど
、
本
来
、
天
皇
の
臣
下
で
あ
る
朝
臣
の
一
部
と
も
君
臣
関
係
に
準
じ
た
関
係
を
結
ん
で
い
る
こ
と
。

㋩�	

摂
政
一
条
兼
遐
に
対
し
て
も
参
謁
さ
せ
何
事
か
を
命
じ
た
り
摂
家
の
別
家
再
興
を
許
可
す
る
な
ど
儀
礼
上
も
優
越
し
た
立
場
を
持

つ
つ
と
も
に
朝
廷
へ
の
支
配
権
を
も
行
使
す
る
公
儀
権
力
者
で
あ
る
こ
と
。

㋥�	

公
家
・
地
下
、
高
僧
、
諸
大
名
・
旗
本
ば
か
り
で
は
な
く
京
都
・
大
坂
の
住
人
達
に
大
き
な
恩
恵
を
施
し
市
井
を
視
察
す
る
仁
徳

あ
ふ
れ
る
支
配
者
で
あ
る
こ
と
。

㋭�	

裁
判
権
を
掌
握
し
そ
の
処
断
を
実
現
で
き
る
公
儀
権
力
者
で
あ
る
こ
と
。

㋬�	

外
国
の
朝
貢
使
の
貢
ぎ
を
受
け
る
「
日
本
の
王
」
で
あ
り
外
交
権
を
掌
握
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
こ
と
。

㋣�	

自
家
の
「
太
祖
」
を
神
格
化
に
つ
い
て
天
皇
に
奉
仕
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
あ
る
こ
と
。

以
上
の
よ
う
な
家
光
の
性
格
は
、
林
羅
山
が
、
家
光
を
「
封
建
王
」
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
太
政
大
臣
任
命
や
参
内
な
ど
に
関
す
る
記
事
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
天
皇
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
に
も
と
づ
く
基
調
か

ら
公
儀
権
力
者
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
に
即
し
た
基
調
に
戻
っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
基
調
な
な
か
で
も
、
天
皇
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
に
も
と
づ
く
基
調
に
基
づ
く
記
事
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
こ
と
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
㉑
の
「
八
月
甲
申
朔
早
入　

朝
謁
于　

天
顔
又
詣
于　

仙
洞
及
覲　

皇
太
后
告
暇
東
帰
日
在
近
故
也
」
が
そ
れ
で
あ
る

が
、「
入　

朝
」
の
「
朝
」
と
は
「
朝
廷
」
の
こ
と
で
「
天
子
が
政
治
を
と
る
所
」
で
あ
り
天
皇
を
「
天
子
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
、
家
光
の
居
所
・
執
政
す
る
場
所
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
㉓
「
三
日
兼
遐
公
復
入
府
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言
談
移
刻
」・
㉔
「
四
日
尾
紀
両
亜
相
入
府
」
の
用
例
に
よ
れ
ば
、「
府
」
と
表
現
し
て
い
る
。「
府
」
は
「
役
所
」 

＝ 「
官
僚
が
執
務
す

る
場
所
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
家
光
は
「
王
」
で
は
な
く
「
官
僚
」（
大
臣
や
将
軍
）
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
天
皇
が
「
天
子
」 ＝ 「
王
」
で
あ
り
、
家
光
は
そ
の
「
官
僚
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
居
所
を
訪
れ
暇
の
挨
拶
を
す
る
と
い
う
儀
礼
は
、
通
常
、
訪
ね
た
方
が
下
位
、
訪
ね
ら
れ
た
方
が
上
位
に
位
置
し
て
い
る
。

ま
た
、「
謁
」「
詣
」「
覲
」
と
い
う
字
は
、
上
下
関
係
を
と
も
な
う
儀
礼
行
為
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
天
皇
・
上
皇
・
皇
太
后
の
下

位
に
家
光
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
天
皇
・
上
皇
・
皇
太
后
と
「
源
朝
臣
家
光
」
た
る
家
光
と

の
間
の
君
臣
儀
礼
を
表
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
節
で
引
用
し
た
在
洛
・
在
坂
記
事
に
お
い
て
も
天
皇
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
に
も
と
づ
く
基
調
の
部

分
と
公
儀
権
力
者
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
に
即
し
た
基
調
の
部
分
が
並
存
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

幕
府
儒
官
の
責
任
者
で
あ
る
林
羅
山
は
、
将
軍
家
光
の
「
台
命
」
に
よ
り
家
光
の
上
洛
に
関
し
て
『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』
を
草
し

た
の
で
あ
る
が
、
天
皇
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
に
も
と
づ
く
基
調
の
部
分
と
公
儀
権
力
者
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム

に
即
し
た
基
調
の
部
分
が
並
存
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
前
者
の
基
調
に
も
と
づ
く
部
分
は
天
皇
に
直
接
触
れ
る
叙
述
や

天
皇
と
関
係
性
が
極
め
て
濃
い
人
物
（
上
皇
や
皇
太
后
）
や
事
柄
（
朝
、
朝
廷
な
ど
）、
さ
ら
に
は
参
内
や
官
位
叙
任
な
ど
家
光
自
身
が

明
ら
か
に
天
皇
の
も
と
「
朝
臣
」
と
し
て
行
動
し
て
い
る
場
面
に
お
い
て
で
あ
り
、
後
者
の
基
調
に
即
し
た
部
分
は
、
徳
川
家
康
に
よ

る
日
本
領
有
（「
東
照
大
権
現
始
平
其
不
道
征
其
不
王
而
領
扶
桑
文
武
相
総
寬
猛
兼
済
諸
侯
畏
之
兆
民
戴
之
挙
世
皆
所
知
也
」）
に
は
じ

ま
り
、
大
名
旗
本
と
の
主
従
関
係
・
土
地
の
給
付
・
処
断
・
公
家
寺
社
支
配
・
対
外
関
係
・「
徳
治
」・「
太
祖
」
の
国
家
的
祭
祀
な
ど
公
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儀
権
者
の
統
治
に
関
す
る
記
事
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』
に
お
け
る
国
家
シ
ス
テ
ム
が
整
合
性
を
持
っ

て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
非
整
合
性
は
、
幕
藩
制
国
家
の
実
態
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
家
光
が
天
皇
よ
り
官
位
を
も
ら
い
上
洛
し
て
天
皇
の
面
前
で
は
「
朝
臣
」
と
し
て
行
動
し
て
い
る
こ
と
も
、
徳
川
家
康
が

豊
臣
家
か
ら
公
儀
権
力
者
の
座
を
奪
い
封
建
的
土
地
所
有
の
統
一
的
編
成
権
を
掌
握
し
家
光
が
法
度
に
よ
る
支
配
を
全
封
建
領
主
階
級

や
被
支
配
階
級
に
対
し
て
断
行
す
る
と
も
に
徳
川
家
康
の
神
格
化
を
推
進
し
琉
球
王
国
か
ら
の
使
節
に
引
見
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
書
が
、「
台
命
」
に
よ
り
幕
府
儒
官
林
羅
山
が
記
し
た
者
で
あ
る
以
上
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
王
権
に
つ
い
て
の
説
明
、
す
な

わ
ち
、
徳
川
宗
家
の
当
主
が
二
つ
の
王
権
シ
ス
テ
ム
に
立
脚
し
て
い
た
と
い
う
説
明
が
幕
藩
制
国
家
下
の
王
権
に
関
す
る
幕
府
の
理
解

で
あ
っ
た
と
考
え
て
も
差
し
支
え
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
少
な
く
と
も
家
光
段
階
に
お
い
て
は
、
林
家
の
見
解
と
し
て
天
皇
を
「
天
子
」
と
す
る
見
解
だ
け
で
は
な
く
公
儀
権
力
者
を

も
「
王
」
と
す
る
見
解
を
も
持
っ
て
い
た
こ
と
は
銘
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、「
頂
点
」
が
異
な
る
王
権
シ
ス
テ
ム
が
二
つ
存
在
し
、
そ
の
「
頂
点
」
は
、
一
つ
の
王
権
シ
ス
テ
ム
で
は

「
王
」
た
り
得
て
も
、
他
の
王
権
シ
ス
テ
ム
で
は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
「
頂
点
」 －

 「
王
」
に
下
位
に
定
置
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
両
義
性
は
、
註 （
２
） 

で
述
べ
た
よ
う
に
幕
藩
制
国
家
下
の
二
つ
の
王
権
シ
ス
テ
ム
が
異
な
る
出
自
を
持
っ
て
い
る

こ
と
に
由
来
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
天
皇
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
何
故
に
「
王
」
た
る
天
皇
が

権
力
を
持
た
ず
「
朝
臣
」
で
あ
る
公
儀
権
力
者
が
日
本
を
権
力
支
配
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
い
か
に
合
理
的
に
説
明
す
る
の

か
、
と
い
う
問
題
に
必
然
的
に
逢
着
す
る
。
こ
の
問
題
の
解
答
と
し
て
、
権
門
体
制
的
枠
組
み
に
則
っ
た
「
国
家
シ
ス
テ
ム
」
に
即
し

た
論
理
が
林
家
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
幕
府
も
正
式
に
認
め
て
い
た
こ
と
は
第
三
節
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
因
み
に
、
そ
の
「
国

家
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
律
令
制
的
官
位
体
系
に
則
し
た
天
皇
よ
り
の
授
権
（
例
え
ば
左
大
臣
の
職
掌
と
し
て
の
政
務
総
攬
や
征
夷
大
将
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軍
・
右
近
衛
大
将
の
職
掌
と
し
て
の
軍
事
統
帥
）
と
徳
川
将
軍
家
に
対
す
る
「
権
門
」（
源
氏
長
者
）
と
し
て
の
認
定
・
公
儀
権
力
の

「
家
職
」
化
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
図
式
は
、
す
で
に
豊
臣
期
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
天
皇
が

全
国
統
治
権
を
公
儀
権
力
者
に
授
権
す
る
」
と
い
う
天
皇
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
の
図
式
は
、
公
儀
権
力
者
が
最
強
最
大
の

個
別
領
主
で
、
そ
の
実
力
で
中
央
統
一
権
力
を
掌
握
し
日
本
を
領
有
し
て
い
る
と
い
う
現
実
と
乖
離
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
天
皇
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
（
権
門
体
制
的
国
家
シ
ス
テ
ム
）
を
説
明
す
る
た
め
の
、
か
か
る
現
実
を
投
影
し

た
い
く
つ
か
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
は
、
天
皇
か
ら
公
儀
権
力
者
が
「
冊
封
」
を
受
け
て

い
る
と
い
っ
た
「
冊
封
論
」、
天
皇
を
「
王
」
と
し
公
儀
権
力
者
を
「
霸
者
」、
大
名
を
「
諸
侯
」
と
す
る
「
王
覇
論
」
的
秩
序
観
、
天

皇
か
ら
「
大
政
」
を
公
儀
権
力
者
は
委
任
さ
れ
て
い
る
と
す
る
大
政
委
任
論
な
ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
、
あ
る
い
は

融
合
さ
れ
つ
つ
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

註

（
1
）	

藤
田
覚
氏
「
近
世
王
権
論
と
天
皇
」、
堀
新
氏
「
織
豊
期
王
権
論
再
論
―
公
武
結
合
王
権
論
を
め
ぐ
っ
て
」（
大
津
透
編
『
王
権
を
考
え

る
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
田
中
暁
龍
氏
『
近
世
前
期
朝
幕
関
係
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）。 

（
2
）	

か
っ
て
、
筆
者
は
、
幕
藩
制
国
家
の
王
権
シ
ス
テ
ム
を
分
析
し
、
最
強
最
大
の
個
別
封
建
領
主
が
公
儀
権
力
を
「
家
職
」
化
し
天
皇
を
も

含
む
全
封
建
領
主
や
人
民
を
支
配
す
る
と
い
う
「
軍
事
力
を
根
幹
と
す
る
統
治
シ
ス
テ
ム
」
と
、
天
皇
権
威
を
基
本
と
し
天
皇
に
よ
り
律

令
制
的
官
位
に
任
叙
さ
れ
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
「
公
儀
」
た
る
個
別
領
主
の
全
国
統
治
を
正
当
化
す
る
「『
王
霸
論
』
的
秩
序
に
即
し
た
統

治
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
二
つ
の
国
家
シ
ス
テ
ム
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
公
儀
権
力
の
軍
事
的
・
政
治
的
強
大
性
の
変
化
に
も

と
づ
く
相
互
関
係
の
変
移
に
よ
り
、
確
立
期
に
お
け
る
天
皇
の
地
位
の
低
下
と
幕
末
に
お
け
る
天
皇
の
上
昇
が
生
じ
た
こ
と
を
論
じ
た
こ

と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
統
治
シ
ス
テ
ム
を
設
定
し
両
者
の
相
互
関
係
の
変
移
に
よ
り
幕
藩
制
国
家
の
王
権
の
在
り
方
を
説
明

し
よ
う
と
す
る
立
場
は
、
基
本
的
に
は
将
軍
と
天
皇
と
が
両
者
と
も
王
で
あ
る
と
す
る
㋩
の
立
場
に
属
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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た
だ
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
二
人
の
王
が
存
在
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
王
が
権
力
や
権
威
を
完
全
に
具
備
し
て
い
る

王
で
は
な
く
不
完
全
性
を
有
し
て
い
る
「
王
」
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
二
つ
の
統
治
シ
ス
テ
ム
（
王
権
シ
ス
テ
ム
）
の
概

念
設
定
を
し
た
際
に
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ト
ッ
プ
を
王
と
呼
ば
ず
に
頂
点
と
表
現
し
た
理
由
で
あ
る
（『
幕
末
に
お
け
る
「
王
」
と
「
霸

者
」』、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
七
年
。
第
二
章
第
三
節
、「
近
世
確
立
期
将
軍
宣
下
儀
礼
に
関
す
る
一
考
察
」（『
九
州
史
学
』
第
118
・
119
合

併
号
、
一
九
九
七
年
）。

	

そ
の
後
、
二
つ
の
王
権
に
か
か
わ
る
統
治
シ
ス
テ
ム
が
最
も
交
錯
し
て
い
る
分
野
（
宗
教
分
野
）
に
的
を
当
て
っ
て
本
能
寺
や
西
本
願
寺

の
史
料
分
析
に
よ
り
次
の
よ
う
な
知
見
を
得
て
い
る
（「
近
世
『
寺
法
』
に
関
す
る
一
考
察
」『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
46　

二
〇
〇

二
年
）。

		


ⓐ	�


幕
藩
制
国
家
下
で
も
独
自
の
法
体
系
「
寺
法
」
を
持
ち
支
配
下
の
僧
俗
を
律
し
て
い
た
こ
と
。

		


ⓑ	�


中
世
に
お
け
る
制
度
法
の
一
形
態
と
も
い
う
べ
き
有
職
故
実
（
官
位
叙
任
規
定
等
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
権
門
体
制
的
枠
組
み
（
中

世
法
）
が
、
幕
藩
制
下
の
「
寺
法
」
に
継
承
さ
れ
、
近
世
寺
院
統
制
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
本
末
制
度
に
お
け
る
教
団
の
支
配
維
持
の

た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
や
身
分
制
度
に
転
化
し
て
い
る
こ
と
。

		


ⓒ	�
「

寺
法
」
は
「
藩
法
」
に
対
し
て
原
理
的
に
対
立
し
て
お
り
、
中
世
に
淵
源
す
る
権
門
体
制
的
法
体
系
と
近
世
的
な
領
主
法
の
対
立

関
係
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
。

		


ⓓ	�


幕
藩
制
国
家
が
、
公
儀
権
力
に
よ
る
統
一
的
封
建
的
土
地
所
有
編
成
を
本
質
と
す
る
近
世
的
封
建
国
家
を
主
に
し
な
が
ら
も
、
上

部
構
造
に
限
っ
て
い
う
と
、
中
世
の
権
門
体
制
的
部
分
＝
国
家
統
合
機
能
も
残
存
し
て
い
た
「
複
合
国
家
」
と
も
い
う
べ
き
も
の

で
、
二
つ
の
「
王
権
」
に
象
徴
さ
れ
る
相
矛
盾
す
る
国
家
原
理
を
、
権
力
と
権
威
と
い
う
相
異
な
る
領
域
に
基
本
的
に
限
定
す
る

こ
と
に
よ
り
、
国
家
と
し
て
の
整
合
性
を
確
保
し
て
い
た
こ
と
。

		


因
み
に
、
前
者
の
シ
ス
テ
ム
は
、
応
仁
の
乱
以
降
の
封
建
領
主
階
級
間
に
お
け
る
抗
争
を
、
そ
の
強
大
な
軍
事
力
・
政
治
力
で
鎮
定
し

日
本
を
統
一
し
た
公
儀
権
力
者
は
新
た
な
封
建
国
家
で
あ
る
幕
藩
制
国
家
を
構
築
し
「
封
建
王
」
と
し
て
統
一
的
な
土
地
所
有
権
を
掌
握

し
、
改
易
転
封
や
法
度
に
よ
る
支
配
な
ど
、
そ
の
軍
事
力
・
警
察
力
を
基
礎
と
し
た
国
家
支
配
を
確
立
し
た
結
果
成
立
し
た
も
の
で
、
公

儀
に
よ
る
領
主
交
替
や
天
領
・
私
領
の
村
々
に
お
け
る
公
儀
触
れ
傍
示
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
国
家
支
配
は
全
構
造
に
及
ん
で
お
り
、

天
皇
・
皇
族
を
含
む
公
家
、
寺
社
を
含
む
全
封
建
領
主
階
級
や
全
て
の
被
支
配
階
級
を
直
接
、
そ
の
支
配
の
対
象
と
し
て
い
る
。
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後
者
の
シ
ス
テ
ム
は
、
古
代
律
令
制
国
家
に
源
を
発
し
中
世
権
門
体
制
下
で
変
容
を
遂
げ
た
王
権
が
近
世
国
家
に
お
い
て
部
分
的
に
継

承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
権
門
体
制
と
は
、
独
自
の
所
領
を
持
つ
天
皇
家
・
摂
関
家
・
将
軍
家
・
大
寺
社
な
ど
の
権
門
が
そ
れ
ぞ

れ
国
家
的
権
能
を
分
担
す
る
一
方
、
天
皇
が
官
位
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
諸
権
門
を
天
皇
の
下
に
統
一
的
に
序
列
化
し
国
家
統
合
を
保
っ

て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
権
門
体
制
は
基
礎
構
造
で
は
解
体
し
て
い
る
が
、
天
皇
に
よ
る
官
位
授
与
を
通
じ
た
身
分
編
成
と

い
う
部
分
で
は
存
続
し
「
権
門
」（
中
世
の
権
門
で
は
な
い
）
と
し
て
残
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
公
儀
権
力
者
と
な
っ
た
武
家
も
、
羽
柴

秀
吉
が
、
天
皇
か
ら
「
豊
臣
」
の
姓
を
与
え
ら
れ
関
白
ま
で
累
進
し
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
天
皇
の
も
と
、「
権
門
」
と
し
て
の
性
格

を
備
え
る
に
至
っ
て
い
る
。

		


こ
の
た
め
、
幕
藩
制
国
家
は
、
基
本
的
に
は
公
儀
支
配
を
根
幹
と
す
る
封
建
国
家
で
あ
り
な
が
ら
も
、
上
部
構
造
で
は
中
世
の
「
権
門

体
制
」
的
部
分
を
継
承
し
た
複
合
国
家
と
い
え
よ
う
。
二
つ
の
「
王
権
」
の
並
存
は
、
権
力
（
領
地
給
付
や
没
収
、
武
家
諸
法
度
な
ど
法

度
に
よ
る
支
配
な
ど
軍
事
力
・
警
察
力
に
裏
付
け
ら
れ
た
権
力
支
配
）
と
権
威
（
官
位
叙
任
な
ど
の
身
分
的
権
威
・
序
列
・
国
家
的
正
当

性
の
付
与
、
徳
川
家
康
霊
に
対
す
る
東
照
大
権
現
の
神
号
宣
下
な
ど
唯
一
の
神
聖
王
と
し
て
の
宗
教
的
権
威
や
権
能
）
と
い
う
相
異
な
る

場
に
棲
み
分
け
る
こ
と
に
よ
り
可
能
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

		


こ
の
よ
う
な
王
権
シ
ス
テ
ム
の
並
存
は
次
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
に
起
因
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
応
仁
の
乱
以
降
の
封
建
領
主
階
級

間
に
お
け
る
抗
争
を
、
そ
の
強
大
な
軍
事
力
・
政
治
力
で
鎮
定
し
日
本
を
統
一
し
た
公
儀
権
力
者
は
新
た
な
封
建
国
家
で
あ
る
幕
藩
制
国

家
を
構
築
し
「
封
建
王
」
と
し
て
統
一
的
な
土
地
所
有
権
を
掌
握
し
、
改
易
転
封
や
法
度
に
よ
る
支
配
な
ど
、
そ
の
軍
事
力
・
警
察
力
を

基
礎
と
し
た
国
家
支
配
を
行
っ
た
。
こ
の
国
家
支
配
は
、
天
皇
・
皇
族
を
含
む
公
家
、
寺
社
を
含
む
全
封
建
領
主
階
級
や
全
て
の
被
支
配

階
級
を
対
象
と
し
て
お
り
「
公
儀
権
力
者
を
「
王
」
と
す
る
王
権
シ
ス
テ
ム
」
の
具
体
的
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
、
暴
力
装
置
に
依
拠
し

た
権
力
支
配
の
分
野
で
は
公
儀
権
力
者
は
独
自
、
か
つ
鞏
固
な
基
盤
を
確
立
し
得
た
の
で
あ
る
が
、
王
権
の
国
家
的
正
当
性
の
分
野
で
は
、

戦
国
以
来
の
封
建
領
主
間
運
動
の
延
長
線
上
に
あ
る
封
建
国
家
の
「
公
儀
」
と
い
う
独
自
の
正
当
性
を
確
保
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

独
自
の
国
家
的
身
分
編
成
を
完
全
に
は
構
築
せ
ず
、「
天
皇
を
『
王
』
と
す
る
別
個
の
王
権
シ
ス
テ
ム
」
の
な
か
に
自
己
を
「
武
家
権
門
」

と
し
て
定
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
世
国
家
の
「
遺
制
」
と
も
い
う
べ
き
天
皇
を
頂
点
と
す
る
「
国
家
」
の
も
と
に
国
家
的
身
分
お
よ
び

正
当
性
を
確
保
す
る
途
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。

		


な
お
、
近
世
国
家
と
権
門
体
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
村
井
章
介
氏
「［
補
説
８
］  
権
門
体
制
と
中
世
国
家
史
研
究
」（
永
原
慶
二
氏
他



─ 33 ─

確
立
期
幕
府
の
王
権
認
識

三
名
編
『
日
本
歴
史
大
系
２　

中
世
』〈
山
川
出
版
社　

一
九
八
五
年
〉
六
四
～
七
〇
頁
）。

（
3
）	

宮
崎
道
生
『
新
井
白
石
序
論　

増
補
版
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
七
六
年
）
三
六
～
八
一
頁
、
山
本
博
文
「
徳
川
王
権
の
成
立
と
東
ア
ジ
ア

世
界
」（
小
林
彪
・
金
子
修
一
・
渡
辺
節
夫
編
『
比
較
歴
史
学
大
系
１　

王
権
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』
弘
文
堂　

一
九
九
八
年
）
九
九
～
一
〇

〇
頁
、
藤
田
覚
前
掲
論
文　

一
九
〇
～
五
頁
、
大
川
真
『
近
世
王
権
論
と
「
正
名
」
の
展
開
史
』（
お
茶
の
水
書
房　

二
〇
一
二
年
）。

（
4
）	

山
本
博
文
前
掲
論
文　

九
九
～
一
〇
〇
頁
。

（
5
）	

『
幕
末
に
お
け
る
「
王
」
と
「
霸
者
」』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
七
年
）
五
〇
～
二
頁
。

（
6
）	

京
都
史
蹟
会
編
『
林
羅
山
文
集
』
上
巻
（
ぺ
り
か
ん
社　

一
九
七
九
年
）
二
三
六
頁
。

（
7
）	

『
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
「
幕
下
」
は
近
衛
大
将
の
唐
名
、
さ
ら
に
は
将
軍
・
大
将
軍
の
異
称
と
さ
れ
て
い
る
。『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』

に
お
い
て
林
羅
山
は
、
家
光
の
こ
と
を
「
幕
下
」
と
い
う
呼
称
で
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
幕
下
」
が
、
家
光
が
征
夷
大
将
軍
と
右
近

衛
大
将
を
兼
任
し
て
い
る
た
め
に
「
近
衛
大
将
」
と
い
う
意
味
で
使
用
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
単
に
「
大
将
軍
」
と
い
う
意
味
で
用

い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
逢
着
す
る
。
た
だ
、
後
述
す
る
よ
う
に
『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』
の
和
文
版
と
も
い
え
る
『
家
光
公
御

上
洛
記
』
中
の
「
御
参
内
之
記　

道
春
草
案
」
に
お
い
て
林
羅
山
は
「
征
夷
幕
下
の
兵
権
を
取
給
ひ
」
と
「
征
夷
」
と
「
幕
下
」
と
を
並

列
し
て
記
し
て
お
り
（
松
平
慶
永
等
編
『
徳
川
礼
典
録
』〈
尾
張
徳
川
黎
明
会
、
一
九
四
二
年
〉
上
巻　

六
二
三
・
三
二
頁
）、
こ
の
場
合

は
「
幕
下
」
を
「
近
衛
大
将
」
と
い
う
意
味
で
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』
で
は
武
家
の
官

名
を
「
亜
相
」「
黄
門
」「
羽
林
」
な
ど
唐
名
で
記
し
て
い
る
例
が
殆
ど
で
あ
る
。
こ
の
た
め
「
幕
下
」
を
「
近
衛
大
将
」
の
唐
名
と
し
て

使
用
し
て
い
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
判
断
さ
れ
る
が
、
な
お
、『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』
に
お
い
て
「
御
参
内
之
記　

道
春
草
案
」
の

よ
う
な
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
断
定
す
る
の
に
は
若
干
の
躊
躇
の
念
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
お
、
小
論
を
書
く
に
当

た
っ
て
『
寛
永
甲
戌
御
入
洛
記
』
な
ど
の
解
釈
の
た
め
に
参
照
し
た
辞
書
は
、『
国
語
大
辞
典
』『
広
辞
苑
』『
大
漢
和
辞
典
』『
新
漢
語
林
』

な
ど
で
あ
る
。

（
8
）	

『
林
羅
山
文
集
』
上
巻  

二
三
七
頁
。

（
9
）	

同
前
書　

二
三
七
～
八
頁
。

（
10
）	

『
徳
川
礼
典
録
』
上
巻　

六
二
三
・
三
二
頁
。

（
11
）	

渋
沢
栄
一
編
『
徳
川
慶
喜
公
伝
』
３　
（
東
洋
文
庫
版
）
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（
12
）	

将
軍
宣
下
儀
礼
に
お
い
て
、
徳
川
家
光
、
吉
宗
、
家
重
の
と
き
は
、
任
征
夷
大
将
軍
の
宣
旨
を
受
領
す
る
際
に
は
拝
戴
の
所
作
を
せ
ず
任

内
大
臣
の
宣
旨
を
受
領
す
る
と
き
拝
戴
の
所
作
を
行
っ
て
い
る
（「
近
世
確
立
期
将
軍
宣
下
儀
礼
に
関
す
る
一
考
察
」）。

（
13
）	
徳
川
将
軍
家
の
「
権
門
」
化
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
御
請
下
書
』
と
幕
藩
体
制
国
家
の
『
王
権
』
シ
ス
テ
ム
」（『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀

要
』
第
五
十
五
号　

一
～
三
一
頁
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
14
）	

『
林
羅
山
文
集
』
上
巻  

二
三
七
頁
。

（
15
）	

同
前
書　

二
三
八
～
四
一
頁
。

（
16
）	

大
名
の
改
易
転
封
な
ど
に
つ
い
て
は
藤
野
保
『
改
訂
増
補　

幕
藩
体
制
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
七
五
年
）
に
、
国
絵
図
・
郷
帳

徴
収
に
つ
い
て
は
川
村
博
忠
『
国
絵
図
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
九
五
年
）
な
ど
に
よ
っ
た
。

（
17
）	

公
家
の
系
譜
な
ど
に
つ
い
て
は
、『
公
卿
補
任
』『
公
家
事
典
』『
日
本
史
総
攬
』
な
ど
を
参
照
し
た
。
な
お
、
松
殿
家
再
興
に
つ
い
て
は
長

坂
良
宏
「『
摂
家
』
松
殿
家
の
再
興
～
寛
永
・
明
和
期
の
事
例
か
ら
～
」（『
人
文
』〈
学
習
院
大
学
〉
６　

二
〇
〇
八
年
三
月　

三
八
三
～

九
六
頁
）
を
参
照
の
こ
と
。


